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午後１時００分開議 

○ただ太郎議長 これより本日の会議を開きます。 

  日程に入ります。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  昨日に引き続き、順次質問を許します。 

  ３０番ぬかが和子議員。 

［ぬかが和子議員登壇］ 

○ぬかが和子議員 私は、日本共産党足立区議団を

代表して質問します。 

  国の２０２６年度当初予算案の防衛費は９兆円

を超え、ＧＤＰ比２％に迫る規模です。高市政権

は、トランプ政権の要求に応えて、安保三文書を

改定し、ＧＤＰ比３.５％、２１兆円以上となる

一層の軍拡に踏み出し、この間、政府が先送りし

てきた所得税などへの増税に踏み込みます。 

  一方、国民の命と暮らしを守る社会保障の予算

は、物価上昇に遠く及ばず、年金改定率も２％の

見込みで、大幅な目減りが必至です。 

  加えて、石破政権時に凍結された高額療養費の

負担増が復活し、痛み止めのロキソニン、花粉症

薬のアレグラなど、１，１００品目のＯＴＣ類似

薬は、実質５割の窓口負担になり、子育て支援と

称する医療保険料への上乗せ負担の開始など、給

付削減と負担増がめじろ押しです。 

  前政権が掲げてきた２０２９年までに最低賃金

１，５００円の目標もあっさり投げ捨て、介護労

働者の賃上げでも、肝心の訪問介護の基本報酬は

引下げられたままです。予算規模は１２２．３兆

円と過去最大となり、金利の上昇で国債費も過去

最大です。 

  政府は新規国債発行を３０兆円以内に抑えたと

言いますが、特別会計で別途発行される隠れ国債

によって糊塗した結果にすぎません。国債金利の

急騰、国際価格の暴落のリスクを高め、一層の円

安と物価高騰を招くおそれが拡大しています。 

  これらについての区民生活への影響について、

区長はどう考えるか。 

  足立区では１０棟近いタワーマンションを市街

地再開発などで誘導し、北千住駅東口北街区再開

発では総工費が膨れ上がり、１００億円の税投入

が更に増えかねない状況です。綾瀬駅の旧こども

家庭支援センター跡も民間主導でマンション建設

と公共施設を丸投げして進めようとしています。 

  エリアデザイン第１号で旧小河川跡利用が進ん

でいたはずが、民間の提案任せで、地域住民のニ

ーズとはかけ離れた計画だったために頓挫し、地

域を待たせ、やっと動き出したと思ったら、また

ＰＦＩ方式で区民事務所や保健センターまで民間

にプランニングしてもらおうとしているため、計

画の進行が民間の提案待ちになっています。 

  首都圏を中心に、資材、人件費の高騰、金利上

昇、人手不足を背景とした建築費の倍増で、相次

いで駅前再開発が中止、延期、白紙になっていま

す。中野サンプラザ、名古屋駅や津田沼駅前、新

宿駅周辺の大規模プロジェクトも見直しに追い込

まれています。足立区でも六町駅前施設からの事

業者の撤退以降、見通しが立っていません。この

時期に、民間デベロッパーを当てにして、大型再

開発や公共施設建設を進めることは、重大な失敗

や区民への損害を招きかねません。 

  区民が望む真に必要な公共施設を区が中心とな

って建設する方向にかじを切るべきではないか。 

  新年度の一般会計予算案は３，６９６億円で、

１２年連続で過去最大を更新しました。しかし、

区政課題の柱としている物価高騰対策は極めて不

十分で、今年度実施した区民向け物価高騰対策に

次ぐ支援策も介護、障がい、保育施設への支援策

もありません。 

  とりわけ、区内中小事業者に対する物価高騰支

援は、設備投資や人材採用、紹介会社に払う経費
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が中心であり、拡充したと言っても、恩恵を受け

るのは２万事業者のうち、ごく限られた事業者だ

けです。 

  一方で、多くの区民がやってほしいと望んでい

ない２５５号線や１３８号線興野地区の都市計画

道路や学校統廃合に突き進もうとしており、予算

の優先順位が間違っています。 

  この予算の使い方を改めるために組み替えるべ

きではないか、区長の答弁を求めます。 

  公の契約は人件費増に対して増額ができますが、

区内中小零細事業者は賃上げをしたくてもできな

い状況です。全国では県レベルだけでなく、市レ

ベルでも自治体による賃上げ支援が広がっていま

す。弘前市では、今年１月から２．５％以上のベ

ースアップを行った中小企業者等に対し、１人に

つき５万円、１事業所当たり最大１００万円の賃

上げ応援奨励金の支給を実施し、申込みが殺到、

豊島区も実施します。人材確保策にもなり、国の

推奨メニューにも盛り込まれている賃上げ支援を

足立区でも実施する考えはないか。 

  区がデジタル化消費喚起策として１２億円の税

を投入して実施したＰａｙＰａｙ商品券は、我が

党が指摘したとおり、対象区民の１０％と限られ

た人しか使えず、通勤している現役世代からは、

使える店舗がないから買わない、高齢者からは、

あんなの使い方が分からないと、周知すればする

ほど怒りの声が広がっていました。足立区内共通

商品券に加入しているある商店主からは、換金な

ど手数料負担を払うくらいなら、その分お客様に

還元した方がよいから入らないと言われました。 

  自治体として地域Ｐａｙを導入した場合には、

換金手数料も自治体で自由に設定できます。せた

がやＰａｙでは、商連加入の小売店は手数料ゼ

ロ％から、大型店は３％と差を付けることで、小

売店を支援するとともに、どの店舗でも使える消

費喚起策になっています。 

  昨年の決算特別委員会で、地域Ｐａｙの導入を

求めたところ、区は、今、東京アプリの内容も

徐々に明らかになりつつあり、区との連携も見え

ているから、まだ今後の検討課題と考えていると

答弁しましたが、東京Ｐａｙは、地域の商店で活

用できる消費喚起策ではありません。 

  消費者と商業者両方を支援できる地域Ｐａｙの

導入検討を急ぐべきではないか。 

  また、スマホやマイナンバーカードを持たない、

デジタル機器の操作に不慣れな方が置き去りにさ

れることのないよう、従来のレシートｄｅ商品券

のような消費喚起策とデジタル化対応支援策両方

を重視し続ける必要があるがどうか。 

  区は在宅避難の推進のため、マンション防災備

蓄品の購入費用助成を開始しましたが、４０件の

見通しに対し、僅か２０件の申請、１月末で３件

の実績しかありません。要件に、耐震性や防災倉

庫や保管スペースがあることだけでなく、購入費

３分の１負担の管理組合同意を得ることが困難な

ためです。防犯分野では、消火器や自動通話録音

機、防犯グッズを自己負担なしに貸与や支援を行

っているのとは大きな違いです。 

  要件を改善し、一定額までは給付するべきでは

ないか。 

  また、個人宅への備蓄支援を行うことを求めま

す。 

  生活保護世帯で育った若者は、大学などに進学

する場合は世帯分離をしなければならず、単身で

生計を立てながら学び、将来への道を開くことは

大変な困難が伴います。 

  足立区では、生活保護や住民税所得割非課税世

帯に対し、修学入学時に掛かる費用を２０万円支

援しています。経済的困難を抱える幅広い世帯を

対象にしている利点がありますが、生活保護世帯
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の若者は、国の給付型奨学金の受給要件に該当し

ないと進学による資格取得の道が全く閉ざされて

しまいます。 

  世田谷区では、大学等に進学する場合には、成

績要件を設けずに、学費、教材費、交通費などを

給付型奨学金として支援しています。 

  足立区でも同様の支援を行うべきではないか。 

  全国で若者のアーバンスポーツ環境を整備する

流れが広がり、スポーツ庁が毎年、スポーツ健康

まちづくり優良自治体を表彰しています。葛飾区

は区営運動施設内にスポーツクライミング施設。

続いて新年度予算でスケートボード施設を整備し

ます。 

  一方、足立区はアーバンスポーツ施設の導入に

ついて、利用者のマナーや近隣への騒音といった

周辺への影響が課題として挙げられることから、

慎重に検討を進めるとの姿勢で、区内施設、公園

敷地でのスケートボード利用を禁止し、近隣から

苦情が来れば施設閉鎖、進入禁止措置を繰り返す

だけです。これでは若者支援に極めて消極的な区

と言われかねません。 

  施設の導入を前向きに検討すべきではないか。

以上、答弁を求めます。 

  次に、「高齢者か現役世代か」ではなく、高齢

者が元気で生き生きと生活できることが医療費の

負担などを軽減し、高齢者を支える現役世代への

支援にもつながるという観点から支援策を強める

べきです。 

  第１に、シルバーパス購入費は、所得金額が１

３５万円を超えると途端に１，０００円から１万

２，０００円にはね上がります。荒川区同様に、

シルバーパスの負担軽減を求めてきたところ、区

は他区の状況を注視と答弁し続けてきました。続

いて、葛飾区、墨田区、港区、江戸川区もシルバ

ーパスを非課税世帯に限らず１，０００円で購入

できる支援の実施を決めました。シルバーパスの

負担軽減は高齢者の外出や社会参加を促すことに

より、健康寿命の延伸や介護予防につながります。 

  足立区でも実施するべきではないか。 

  第２に、ひとり暮らしの高齢者にとって、急に

具合が悪くなったときの命綱が緊急通報システム

ですが、支給は慢性疾患かつ日常生活を送る上で

常時注意を要する方と要件を限定しています。こ

のため、単身で室内を這って移動している方の親

族が地域包括支援センターに相談しても、慢性疾

患がある人の制度ですよと申請すらさせてもらえ

ませんでした。 

  一方、品川区や板橋区など１１区は、世帯要件

を満たせば誰でも利用でき、要件はあっても、慢

性疾患の要件を付けない区と合わせると１５区に

なります。日中独居世帯を対象にしている区も１

４区あります。 

  区は１，０００人を超える高齢者が利用してい

ると言いますが、高齢者のみ世帯の２％にもなり

ません。 

  足立区も支給要件を緩和し、孤独死をなくすた

めにも、希望する高齢者が利用できるようにすべ

きではないか、答弁を求めます。 

  次に、保護者にとっての悩みの種が夏休みの昼

食対策で、夏休みの子どもの昼食、学童保育の毎

日の弁当づくりの負担が大きいと声が多く寄せら

れています。 

  現在、足立区では子どもの貧困対策として、食

料の宅配を実施し、一部の学童保育室では、１食

五、六百円で弁当などを民間事業者に注文し、配

達を受けられますが、児童全体から見ればごく僅

かです。 

  八王子市では、学童保育児童に対し、学校給食

施設を活用して給食を提供するとともに、元気応

援ランチと称して、１食３００円で、全ての児童
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を対象に、申込みによって、おいしいランチを提

供し、食育にもつながっており、国からも先進事

例として紹介されています。 

  足立区の学校給食民間委託事業者に従事する調

理員は、夏休みは仕事がなくなるため、収入がな

くなって困ると感じている人もいます。 

  足立区でも、委託事業者との契約を変更するこ

とで、学校給食室を活用し、貧困世帯だけでなく、

希望する全ての家庭の児童が給食を食べられるよ

うな制度を構築するべきではないか。 

  まずは学校内学童があり、新年度に民間委託の

契約更新を行う小学校２１校を対象にモデル実施

していただきたいがどうか。 

  共働き家庭やシングルペアレント家庭が増加し

ており、病児保育のニーズが高まっています。 

  病気の際に子どもを保育施設に預けられること

で、親は仕事を休むことなく社会生活を維持でき、

経済的な安定も図れます。病児保育は病気の子ど

もに適切なケアを提供し、親が仕事を続けられる

環境を整えるために不可欠な制度です。 

  足立区と同規模の自治体では、１０か所前後の

病児・病後児保育体制がありますが、足立区は病

児保育が１か所、病後児保育は２か所しかありま

せん。 

  他区に倣い、医師会委託や専門の病児・病後児

体制を構築すべきではないか。 

  区は建て替え後の第三上沼田保育園で病児保育

を実施しようとしていますが、急変時の対応の不

安もあり、全国的にも医療機関以外の通常保育園

での実施例は極めて少ない状況です。ベッドのあ

る東京女子医科大学足立医療センターやすこやか

プラザあだちでの実施を目指すべきではないか。 

  学童保育料にはおやつ代だけでなく、施設維持

費、光熱水費、人件費も含まれています。全児童

対策の放課後子ども教室では、光熱水費や施設維

持費などの保護者負担がない中、整合性、公平性

に欠けるとは思わないか。昨年の第１回定例会で、

保護者負担は間食費のみにすることを求めたとこ

ろ、調査、研究と答弁していますが、１年間何を

どう調査、研究したのか。 

  現在、非課税世帯や兄弟同時入室世帯のみ減額

していますが、改めて全ての入室児に対し、間食

費のみの徴収に改善を求めるがどうか。 

  足立区では８，０００円から１万１，０００円

の教材費補助を行い、ドリルなどの負担はなくな

りましたが、保護者の教材費負担がなくなったわ

けではありません。 

  国は昨年６月に学校における補助教材及び学用

品に係る保護者等の負担軽減についての通知を出

し、裁縫セットなどを例示し、教材の学校備品化

を促しています。 

  区は、彫刻等や算数セットを学校の備品扱いに

していますが、裁縫セットや絵の具セット、書道

セット、鍵盤ハーモニカ（本体）なども学校の備

品にして共有化することで、保護者の購入費の軽

減、使用頻度が高い教材でも適正に管理、運用で

きる。特に重たい教材などの持ち運びの負担が軽

減されると思うがどうか。 

  学用品は家庭で購入するものという考え方を、

必要なときに必要なものを学校でシェアして使う

スタイルに変え、備品化を進めるべきではないか。 

  中高生は子どもなのに、交通費だけは大人料金

などはそもそもおかしいと考えるがどうか。 

  中学生になると途端に行動範囲が広がりますが、

大人運賃になってしまい、一気に負担が重くなり

ます。 

  中高生の交通費負担の軽減を求めたところ、区

は、地域内交通導入サポート制度を活用とした地

域内交通で中高生の利用需要を踏まえた上で、地

域と連携して検討と答弁しましたが、平日昼間し
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か運行してない制度においての検討は非現実的だ

と思わないか。 

  共同運行しているはるかぜから実施に踏み出す

べきではないか。 

  世田谷区では、全ての一時預かり等の無償化を

実施します。 

  足立区は、４月から始まる子ども誰でも通園制

度の利用料は、都の補助金を活用して無料で実施

する一方で、毎月４００件以上の利用がある一時

保育は、誰数制度を利用する乳児と同じ部屋で保

育されるにもかかわらず、１時間当たり５００円

の負担であり、合理性がありません。１年間保育

園等に預ける通常保育も無料です。 

  一時保育を無料にするべきではないか。 

  子育てサロンでは、西新井でしか一時預かりを

実施していませんが、気軽に預けられ、保護者が

リフレッシュできることが子どもの精神の安定に

もつながります。 

  子育てサロンでの一時預かりを増やすべきでは

ないか。 

  学童保育は、待機児童解消とともに、保護者の

ニーズに応えられる質の向上が必要です。東京都

は、より手厚い基準を設け、夜７時までの開所時

間３人以上の支援員の配置、児童１人当たりの広

さ、長期休暇中の昼食提供などを満たす保育室を

認証学童クラブとして運営経費を補助しています。 

  足立区では、１１４施設中９室だけが認証され

ていますが、学童保育室の質の向上のために増や

すべきではないか。 

  また、都は新年度、学童保育の職員向け住宅の

家賃を最大月８万２，０００円補助する制度を創

設します。事業者の一部負担を条件に、都と区市

町村が月約７万円まで支援するものです。 

  支援員の確保、育成のため、足立区も手を挙げ

て取り組むべきではないか、答弁を求めます。 

  次に、最も地域から望まれている公共施設は、

学校が地域の拠点として生きることです。各学校

を廃止するのではなく、地域の拠点として複合化

も含めて、積極的に改築し、生かしていくことで、

地域全体のウェルビーイングの向上につなげられ

るとは考えられなかったのか。改築、新築校は設

備環境が快適なため、子どもが集中する傾向にあ

ります。区は、適正な規模の学校を整備し、集団

生活の中で互いに認め合い、切磋琢磨することが

より重要だと、統廃合は子どものためだと強弁し

ています。人数が少ないことを改善するためだと

いうなら、小規模校ほど積極的に改築を行えば改

善できるではないか。結局は、子どものためと言

いながら財政論を先行させているだけではないか。 

  竹の塚中学校と渕江中学校の統廃合について。 

  １１月に実施計画が示され、今年一、二月に数

回に分けて説明会が行われました。竹の塚中学校

での説明会でＰＴＡの方々がはっきりと統合反対

の意見を言い、また、渕江中学校の説明会では、

大人の中に入って、渕江中学校の生徒会役員の２

年生が質問と反対の意見を堂々と言って、区の担

当課の課長とやり取りをしていました。両方とも

５０人以上が参加し、多くの人が発言、全て反対

の意見でした。渕江中学校に入学した子が９月に

不登校になった。その後、小規模の竹の塚中学校

に転校した。今、毎日通い、リレーにも出ている、

学校をなくさないでという保護者の声やＰＴＡ会

長の意見を誠実に受け止め、統廃合ではなく、単

独建て替えをすべきではないか。 

  続いて、１月には花畑地域の統廃合の実施計画

が示されました。 

  桜花小学校は花畑東小学校と桑袋小学校の廃合

に続き、再度の統廃合を行う血も涙もない仕打ち

です。しかも中学校の統廃合と併せて、４校を１

校にする計画は到底認められません。 
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  撤回をすべきではないか、答弁を求めます。 

  障がいがある方を支える御家族にとって、親亡

き後は、いまだ切実な課題です。国の第８期障害

福祉計画に向けた見直しのポイントが社会保障審

議会障害者部会（国の部会）に出され、入所施設

から地域への移行が挙げられており、当事者が希

望する地域生活を送ることができるよう、意思決

定支援や地域生活支援拠点の機能強化、多様なニ

ーズに対応できる専門性のあるグループホームの

整備、自立生活援助の利用促進など、必要な体制

を確保することの重要性を強調しています。 

  足立区では、グループホームの利用者の高齢化

が進み、加齢に伴う身体機能の低下に対応したグ

ループホーム、強度行動障がいに対応した居住環

境の整備や中重度障がい者の居住体験の機会と場

の提供など、地域移行としての機能等、重症化に

対応した多様なニーズに対応できるグループホー

ムの整備が必要です。 

  営利目的での参入が相次いだグループホームを

国の部会が総量規制の対象にしますが、強度行動

障がいや医療的ケアを必要とするなどの個別ニー

ズについては例外的に扱うことを示しています。 

  区は、新規開設時に重度化対応を要件として中

重度のグループホームを増やすとしてきましたが、

重度の概念を障害支援区分４以上としており、都

が強度行動障がい、医療的ケア、重複障がいに誘

導策を講じるのとは異なります。そのため、日中

も対応する必要のある重い障がい者が新たに参入

している株式会社やＮＰＯ法人では排除され、取

り残されている実態があります。高齢化した障が

い者は、介護認定では特養ホーム入所要件を満た

さないことも多く、行き場がなくなる課題を解決

するべきです。 

  都の重度としている障がい者の行き場の確保の

ため、日中の人件費補助など、運営費の加算を行

い、グループホームを増やすべきではないか。 

  入所施設から地域生活への移行の要になるのが

地域生活支援拠点機能です。 

  区は、相談は江北、体験は大谷田、緊急対応は

竹の塚など分散した面的整備型で対応していると

言いますが、障がい者にとっては、１か所で相談

してプランニングしてくれる仕組みが不十分だと

感じています。コーディネーターが不足している

ため、サービス等利用計画を家族がつくるセルフ

プラン率も、２３区平均が１２．７％であるのに

対し、３５．３％と群を抜いて高く、改善を図る

べきではないか。 

  また、「あしすと」の機能を見直し、地域生活

支援拠点として、より障がい者の相談に対応でき

るようにすべきではないか。 

  指定難病者や難治性慢性疾患、希少疾患などの

難病者も近年積極的に社会参加し、働くことを選

択する人が増えています。難病というと重篤なイ

メージが先行しているため、雇用する側も難しく

慎重に考えがちですが、体調の変動が緩やかでフ

ルタイムで勤務が可能な方や１日の中でも体調の

変動が大きい方など様々であり、フルタイム、フ

レックス、時短、超時短勤務など多様な働き方が

あれば、おのおのに見合って働き、社会参加をす

ることができます。指定難病や難知性慢性疾患が

ありながら働いている、働こうとしているＲＤワ

ーカーが活躍する社会は、難病者だけでなく、誰

もが働きやすい社会、一人一人が尊重され、誰も

が生活しやすい社会です。 

  障害者手帳のない難病者は、障がい者の法定雇

用の対象外であり、厚労省が２０２７年の法改正

を目指すと公表しています。これに先駆け、港区

では、昨年から週１時間から勤務可能な難病患者

就労体験職員の採用を開始し、千葉県や山梨県で

は、障がい者枠とは別枠で難病患者の採用を開始
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しました。 

  足立区でも港区のように会計年度任用職員とし

て採用するとともに、正規採用できるよう、特別

区人事委員会に働き掛ける考えはないか。 

  目黒区では、総合庁舎内で難病当事者や家族、

介護者を対象にした交流の場、めぐろ難病カフェ

が継続的に開催されています。 

  足立区でも取り組むべきではないか。 

  竹の塚、梅田両学習センターホールは、講演会

や演劇、舞踊、合唱などの発表の場として多くの

区民に利用されていますが、どちらも階段を使わ

ないと舞台に上がることができないため、車椅子

利用者や足の悪い方などは、舞台上での発表に参

加することを諦めざるを得ません。 

  車椅子利用者など身体が不自由な方の活動の機

会を広げるためにも、竹の塚、梅田両学習センタ

ーホールの舞台にスロープまたは昇降機の設置を

するべきではないか、答弁を求めます。 

  足立区の公共交通の充実を求める陳情が、昨年

第３回定例会で全員一致で採択されました。 

  陳情項目のトップに挙げられている交通基本条

例を制定し、人間の暮らしと命を守る交通の立場

から、交通権を保障し、総合的に公共交通の活性

化を図ることについての検討状況を伺います。 

  今年１月に地域交通に関わる地域の方々が、地

域内交通サポート制度の改善を中心に、様々な要

望を区に届けました。 

  第１に、区は実証実験における運行経費を月額

１５０万円以内と示し、予算の範囲内での運行を

前提としているため、週三、四日の運行を余儀な

くされています。 

  少なくとも毎日運行して検証する仕組みに変え

るべきではないか。 

  第２に、廃止されたはるかぜ１０号地域につい

ては、新年度予算で発足した地域協議会と連携し

て運行計画を検討し、令和８年度中に実証実験運

行を目指すとしています。 

  地域協議会は、町会長だけでなく、地域の公共

交通に関心のある方々の参加を求めるべきではな

いか。 

  地域への説明を受けた関係者が、区はデマンド

型に誘導しているように思えると感じています。

高齢者はネットなどでの予約も難しい、花畑のよ

うに定時運行型での実施の声に応えるべきではな

いか。 

  また、アリオや扇大橋駅、西新井病院などを拠

点としての運行が望まれているがどうか。 

  第３に、廃止されたはるかぜ３号の乗降客は、

年８万６，０００人で、現在、共同運行している

一部路線よりも多く使っていました。交通空白解

消のために導入し、その後廃止した路線の中で、

唯一、今後の見通しがない状態を解決すべきです。

公共交通の運行責任は区が責任を負うべき課題で

す。 

  原則に立ち返り、全く同じ形ではなくても、復

活をと求める声に応えるべきではないか。 

  第４に、城東地域のチョイソコは、住民や地域

の要求を反映し、運行日数や料金を改善したこと

が喜ばれました。しかし、時間帯が９時から１２

時、１３時から１５時と超限定的であり、時間の

延長を図るべきではないか。 

  また、せっかくよい事業なのに、目的や狙いが

地域に浸透していないとの声があり、説明会を開

くべきではないか。 

  第５に、制度を支える体制について、花畑ぐる

りんの事務局から、協議会で担うことが多い、区

の発信だけでは利用者確保は困難、これを各地域

でやることは難しい、区として協議会の連合体を

つくって、情報共有、交流ができるようにしてほ

しいとの声が上がっています。 
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  この声に応えるべきではないか。 

  そのためにも、地域内交通サポート制度に関わ

る区の人員増を行い、区が積極的に関われるよう

にすべきではないか。 

  また、廃止路線以外の交通不便地域にも対応で

きるよう、足タクのようなデマンド型の交通を区

内全域で導入すべきではないか。 

  鹿浜、入谷地域の足タクは、４社あるタクシー

会社に１社ずつ電話をして手配することになって

おり、確保できるか常に不安の声が多くあります。 

  予約できるように改善すべきではないか。 

  高齢者による運転事故や免許返納した途端に移

動が困難になり、フレイルの原因にもなります。

免許返納の高齢者や交通手段のない高齢者世帯に

対し、他自治体で実施しているようなタクシー券

の支給を行う陳情項目について、区は令和６年１

１月の委員会で、運転免許証を返納した方、その

方につきましては、現状、高齢者運転免許証自主

返納サポート協議会、こちらからタクシー券が支

給されているという事実があると答弁しています

が、一部の個人タクシーなどで１０％割引をして

いるだけではありませんか。支給されている事実

を示してください。 

  また、同時に、全体の交通網の見直しの状況も

注視しながら、今後考えていきたいと福祉部が答

弁していますが、直ちに実施に踏み切るべきでは

ないか。 

  世界でも最も危険な空港と言われ、閉鎖した香

港の旧啓徳空港の進入角度より危険度が上回るの

が羽田空港の新ルートです。米軍の横田空域は通

れないため、急旋回し、大都会を見下ろしながら、

世界で異例の降下角度で着陸態勢を取る進入方式

です。離着陸ルートは住宅街を回避が世界の常識

です。 

  千葉県は、上空６，０００フィートを下回る飛

行を行わないことを国土交通省と合意しています

が、足立区は、上空四、五千フィートで飛行して

おり、区内の上空を航空機が飛行する回数が増え

たと感じる方も多くいます。 

  国交省は、昨年末に新経路固定化回避検討会を

開催し、海上ルートの実現に向けた今後の方向性

を示しました。国土交通省はレクチャーで、山添

拓日本共産党参議院議員の質問に対し、市街地を

飛ばないルートはあり得る、かじを切ったと新た

な海上ルートを導入する方向性を示しました。区

長会の要望をはじめ、各地の運動が国政を動かし

ました。 

  これを受けて、品川区長は、市街地上空を通過

しない海上ルートの実現に向けた検討を加速化し、

区民負担軽減につながる具体的な方策の提示と実

施を早期に行う要望を国土交通大臣に行いました。 

  足立区も国に要望すべきではないか、答弁を求

めます。 

  最後に、西新井本町、興野、本木、関原などの

足立区中南西部は、古くからの農道、密集市街地

が多く、火災も多く発生しています。 

  東京都は都内全５，１９２丁目の火災や総合危

険度等をランク付け、危険性の高い順位を公表し

ていますが、足立区はワースト１００に２０丁目

が入っています。同じ危険度ランクが高い千住地

域では、修復型のまちづくりである密集事業を導

入しているのに、足立区中南西部の都内ワースト

１００に入っている木密地域の関原２丁目、本木

東、南、北町、興野一、二丁目、西新井本町には

導入されていません。 

  密集事業は、空き家を区が買い取って、緑と憩

いのプチテラスをつくる、共同建て替えで防災性

を高めるなど、追い出さず住み続けられ、住民主

体でまちを再生する国の補助事業です。 

  区は委員会で、密集事業は、元は予算の関係も
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あって、３か所以内ということで絞ってきたと答

弁しました。エリアデザインによる拠点開発は７

か所同時に進めるのに、火災、震災から命を守る

密集事業は絞るような姿勢は改めるべきではない

か。 

  興本地域にも密集事業を導入し、災害に強い緑

空間のあるまちづくりに取り組むべきではないか。 

  答弁を求めまして、この場からの質問を終わり

ます。 

○ただ太郎議長 区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○区長 ぬかが和子議員の代表質問のうち、私から

は、まず初めに、国の新年度予算案の区民生活へ

の影響をどう考えるかとの御質問にお答えをいた

します。 

  幾つか懸案のポイントをお出しになりましたけ

れども、中でも、私自身、非常に危惧をしており

ますのは、国債金利の急騰、国際価格の暴落のリ

スクを高め、一層の円安と物価高を招くおそれが

拡大していると、この点でございます。ただ、選

挙後、こうした想定とはまた逆の動きに数字が振

れてるというような報道もございましたが、この

ことも含めながら、現時点では、影響について不

透明な部分が数多くございます。 

  これから本格化いたします国の予算審議を注視

しつつ、責任のある積極財政ということで、選挙

を戦われて来られましたので、どの部分が責任と

して考えていらっしゃるのか。また、積極財政に

ついては、経済学者の中でも左右様々な議論があ

るところでございますので、こうした国債の積み

残しが非常に多い中で、積極財政をどのように展

開していくのかというところ、きちっと見定めな

がら、区民生活への影響が懸念するような状態が

仮に生ずるとするならば、区としても予算措置を

講じて対応していくという考えはございます。 

  続きまして、新年度予算における物価高高騰対

策は極めて不十分で、予算の使い道を改めるため

に組み替えるべきではないかという御質問にお答

えをいたします。 

  まず、保育施設への支援、介護、障がい施設へ

の支援等につきましては、新年度当初予算の中に

盛り込んでないことは事実でございます。保育施

設につきましては、都の補助金制度に合わせて実

施をしておりますので、令和８年度についての４

月以降の都の動向を注視しつつ対応していくわけ

でございますが、介護、障がい施設も含めて、こ

うした支援を当てにされている部分もあるかと思

いますので、区の考え方をお伝えをして、物価高

騰、今年と同様の支援でない場合に、また、どん

な支援が具体的に必要なのかといったこともヒア

リングをしていく。そうした新年度予算案の発表

に当たって、対象の皆様方に対する説明は不足を

していたなと反省をしているところでございます。 

  また、新たな消費喚起策として、ＰａｙＰａｙ

商品券は新年度予算当初には盛り込んでございま

せん。複数回購入できないかですとか、Ａ券Ｂ券

等の煩雑な難しい点等が改善されないと、このま

までは展開できないと考えたからでございます。

これから業者とも調整させていただいて、議会で

も幅広く御指摘いただいている内容について、改

善が図れるかどうか見極めながら、年度途中、見

極めがついた段階で、方針も決定して、議会にお

諮りしていく考えでございます。 

  また、区内中小企業者に対して、ごく限られた

事業者にしか支援が届かないのではないかという

御指摘でございましたが、足立区といたしまして

は、物価高騰を踏まえまして、この状態を何とか

改善していきたいという熱意のある当事者意識を

持った事業者をまず支援していきたいという考え

方でございます。 
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  人材の確保に非常に困難を極めていらっしゃる

事業者が多いという実態の中で、人材確保、育成、

定着、これを３本柱にしながら、これまで同様、

きめ細かく伴走支援をして、なるべく多くの区内

中小企業の方々に支援が届くように努力をしてま

いります。 

  なお、都市計画道路はスムーズな交通環境の実

現はもとより、災害時の避難路や輸送路としても

機能する重要な生活インフラでもあります。 

  また、学校の統合は、学校を適正規模化するこ

とで、子どもの教育環境の向上を図るものである

と考えておりますので、新年度予算の組替えは考

えておりませんが、引き続き、社会情勢の変化に

対応して、必要がある場合には、区民目線で政策

を展開し、区民の皆様の安心と活力を実感してい

ただけるよう強くしてまいります。 

  他の御質問につきましては、参与より答弁させ

ていただきます。 

○資産活用部長 私からは、この時期に民間デベロ

ッパーを当てにして、大型再開発や公共施設建設

を進めることは、重大な失敗や区民の損害を招き

かねない、区民が望む真に必要な公共施設を区が

中心となって建設する方向にかじを切るべきでは

ないかとの御質問についてお答えいたします。 

  確かに、現在、全国各地で自治体発注の工事も

含めて、開発事業が難しい局面にあることは認識

しております。当区でも、六町駅前区有地活用事

業者の撤退という苦い経験もございます。これを

受けて、再発防止に向けて、できうる限りの対策

を講じていかなくてはなりません。 

  しかしながら、民間活力の導入は、財政負担の

軽減に加え、民間施設の都の併設によるにぎわい

の創出、設計や工事に関わる区職員の事務負担軽

減など多くの利点があります。また、活用方針は、

住民説明会での意見を踏まえて策定していくこと

になります。加えて、公募条件は、区が求める施

設の仕様や性能、配置等に関する詳細な条件を定

めるため、民間事業者に公共事業を丸投げするわ

けではございません。 

  もちろん、区が自ら建設していく施設もござい

ますので、区が事業主体となり、発注する施設と

民間活力を効果的に活用する施設整備を使い分け、

両方のよさを生かしながら公共施設建設を進めて

まいります。 

  このため、区民が望む真に必要な公共施設を区

が中心となって建設する方向にかじを切る考えは

ございません。 

○産業経済部長 私からは、初めに、区内中小零細

事業者への賃上げ支援についてお答えいたします。 

  区独自の賃上げ支援については、事務量、件数

ともに膨大になることが想定されるため、費用対

効果の面からも実施は難しいと考えております。 

  持続可能な賃上げの原資確保につながるよう、

小規模事業者等経営改善補助金やＩＴ、ＩｏＴ導

入補助金等による生産性向上や業務効率化に対す

る支援を引き続き行ってまいります。 

  また、区ホームページやときめき等を通して、

国や東京都で実施している賃上げ支援策の活用を

促進するとともに、東京都に対しては、継続して

賃上げに対する奨励金の申請件数を拡充するよう

要望を上げてまいります。 

  次に、消費喚起策において、従来のアナログ型

消費喚起策とデジタル化対応支援策の観点の御質

問についてお答えいたします。 

  区としても、デジタル型の事業への参加が難し

い方に対する配慮は重要であると認識しておりま

す。そのため、令和８年４月に第５回レシートｄ

ｅ商品券事業を実施いたします。 

  また、デジタル型消費喚起策を仮に実施する場

合においては、対面型のサポート窓口の設置など
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の配慮を継続してまいります。 

○政策経営部長 私からは、地域Ｐａｙの導入検討

を急ぐべきではないかとの御質問にお答えいたし

ます。 

  地域独自のデジタル通貨は、地域内での消費喚

起や小規模事業者の手数料負担軽減において、ぬ

かが和子議員御質問のとおり、一定の効果がある

ものと認識しております。 

  一方で、デジタル通貨を導入する先行自治体の

事例からは、独自の決済基盤を維持、管理するた

めの多額の運営費やシステム維持費といった財政

負担に加え、他区で発生した不正利用事案に見ら

れるようなセキュリティ上のリスク管理など、運

用面での課題も明らかになっております。 

  現在、こうした先行事例における事業の継続性

や費用対効果、更には安全性の確保といった観点

のほか、キャンペーン期間中以外でも地域Ｐａｙ

が定着するのかなど、長期的な視点も含めて検討

の場を政策経営部に移しており、引き続き慎重に

調査研究を進めてまいります。 

○建築室長 マンション防災備蓄品の購入費用助成

の要件を改善し、一定額までは給付するべきでは

ないかとの御質問にお答えします。 

  本助成制度の活用に当たりましては、当該マン

ションの管理組合の合意形成が必要であり、手続

を適切に行う必要もあることから、現時点での申

請件数は、おおむね想定どおりと考えております。

また、要件のうち、防災倉庫または保管スペース

があることは、在宅避難を継続するために重要で

あるため緩和は考えておりませんが、購入費の負

担割合については、申請いただいた管理組合に負

担感や合意形成の状況をヒアリングし、必要があ

れば見直しを進めてまいります。 

  なお、個人宅への備蓄支援につきましては、現

時点で実施の予定はありませんが、防災イベント

や避難所運営訓練において、携帯トイレやアルフ

ァ化米などの備蓄品を配布することで、更に備蓄

を進めていただくようお願いしてまいります。 

  次に、火災、震災から命を守る密集事業を絞る

姿勢を改め、興本地域にも密集事業を導入するべ

きとの御質問にお答えします。 

  御質問の興本地域のうち、興野１丁目、２丁目

や西新井本町４丁目などにおきましては、現在、

まちづくり協議会を立ち上げ、地域住民の方々と

地区の特性に沿った様々なまちづくり手法の導入

について調査を進めております。火災、震災から

命を守る密集事業を絞る姿勢はございませんが、

密集事業は長い期間を要する事業であり、限りあ

る予算及び人員を集中的に投入するためにも、全

ての地区で実施することは難しい状況です。 

  したがいまして、地域危険度を重視した事業導

入地区の選定に努めながら、総合的かつ効果的な

視点から的確に事業展開を図れるよう、地域住民

の御理解をもとに取組を進めてまいります。 

○足立福祉事務所長 私からは、若者支援について

の御質問のうち、生活保護世帯で育った若者の支

援についてお答えいたします。 

  世田谷区では、生活保護世帯を対象として、大

学などへ進学する場合、学費、教材費、パソコン

本体代、通学交通費を支援しており、令和６年度

の支援対象者は６５人と聞いております。一方、

足立区では、生活保護世帯だけでなく、住民税所

得割非課税世帯まで対象を広げ、令和７年度は２

６０人を対象に、教材費、パソコン本体代、就職

時のスーツ材等購入費のほか、やむを得ない事情

で転居する際の費用や東京都住宅供給公社と連携

した住宅セーフティネット制度による家賃補助の

支援も行っております。更に、令和８年度からは、

国の給付型奨学金の受給要件を廃止し、所得要件

の緩和も行い、対象者を４００人に拡大する予定
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です。 

  現段階では、足立区の支援内容にはない学費、

通学交通費を追加する考えはありませんが、現在

実施している令和７年度利用者へのアンケート調

査の結果や、今後、申請時にお寄せいただく御意

見を踏まえ、支援内容や要件の緩和について、引

き続き調査してまいります。 

○地域のちから推進部長 私からは、アーバンスポ

ーツ施設の導入を前向きに検討すべきとの御質問

にお答えいたします。 

  アーバンスポーツ施設の導入に向けては、松戸

市や立川市の民間施設を視察し、利用者のマナー

や騒音トラブルへの対応策を調査してまいりまし

た。 

  引き続き、他区の先行事例を調査するとともに、

アーバンスポーツ施設導入に向けて、令和８年度

中に課題を整理し、前向きに検討を進めてまいり

ます。 

  次に、子育てサロンでの一時預かりを増やすべ

きとの御質問についてですが、専用スペースや２

方向避難の確保が難しいことから、既存の子育て

サロンでの実施は困難です。 

  しかしながら、新規開設予定の梅田８丁目複合

施設では、一時預かりのサービスを行う予定でお

ります。また、旧こども家庭支援センター跡地活

用において子育てサロンを整備予定であることか

ら、一時預かりを実施する方向で進めてまいりま

す。 

  次に、竹の塚、梅田両地域学習センターホール

舞台へのスロープ、または昇降機の設置をするべ

きとの御質問についてお答えいたします。 

  両センターとも舞台の階段にスロープを設置す

ることは、スペースの確保ができず困難な状況で

すが、昇降機につきましては、設置の可否を令和

８年度中に明らかにしてまいります。 

○高齢者施策推進室長 私からは、荒川区や葛飾区

同様に、シルバーパスの支援をすべきとの御質問

についてですが、シルバーパスは東京都の事業で

あり、区の限られた財源や高齢者施策の優先順位、

他区の状況等、総合的に捉え、慎重に判断する必

要があると考えております。 

  次に、高齢者緊急通報システムの要件緩和につ

いてですが、対象要件は、慢性疾患等により日常

生活を送る上で常時注意を要する方としており、

現在は、都補助金の対象とするために、都の要綱

に沿って実施しております。したがいまして、対

象要件の緩和につきましては、令和９年度を目指

し、現在検討中の区独自事業である見守りサービ

ス助成の方で対応してまいります。 

  次に、高齢者タクシー券についてお答えいたし

ます。 

  まず、令和６年１１月の総合交通対策調査特別

委員会で、私が運転免許証を返納した方に、高齢

者運転免許証自主返納サポート協議会からタクシ

ー券が支給されていると誤った答弁をしてしまい

ました。正しくは、運転免許証を返納した方に発

行される運転経歴証明書を高齢者運転免許証自主

返納サポート協議会に加盟している東京都内の一

部個人タクシーで提示することで、乗車料金を１

０％割り引くサービスがあるでございました。不

確かな知識で誤った答弁を行い、また、その後の

修正答弁も行っておりませんでしたこと、深くお

わび申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 

  高齢者タクシー券につきましては、東京都シル

バーパスの活用、区の限られた財源での高齢者政

策の優先順位、地域内交通導入サポート制度によ

り、交通課題解消を目指す施策も展開しているこ

となどを総合的に踏まえ、区としてはタクシー券

の支給は考えておりません。なお、外出困難な身

体、知的障がいのある方には、福祉タクシー自動
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車燃料助成券を支給しております。 

○交通対策担当部長 私からは、子育ての負担軽減

の御質問のうち、中高生の交通費の負担について、

大人料金を徴収されることはおかしいと考えるが

との御質問についてお答えいたします。 

  運賃における年齢区分については、１２歳以上

が大人とされており、また、通勤定期より安価な

通学定期も設けられていることから、おかしいと

は考えておりません。 

  令和７年第１回定例会文書質問でお答えしまし

たとおり、中高生の公共交通利用は主に通学目的

であるため、区内の公共交通事業者は、通勤定期

より２割程度安価な通学定期を設けております。

また、公共交通の路線は他自治体にまたがり、広

域にわたるものがほとんどであるため、交通費の

負担軽減を足立区だけで推し進めることは難しい

状況です。そのため、足立区内で実施可能な地域

内交通サポート制度において検討するとの答弁を

いたしました。地域内交通は対象者を限定してお

らず、春休みなど長期休校中の期間も含めて、バ

ス運賃より低額で実施している箇所もあるため、

必ずしも非現実的との認識ではございません。 

  はるかぜ共同事業では、運賃の値上げの際、学

生への負担を考慮し、定期については据え置いて

おります。しかし、１回乗車ごとに支払いいただ

く中高生料金の設定につきましては、足立区には

公共交通路線が多くあり、他の公共交通の運賃収

入への影響も懸念されますので、慎重に公共交通

事業者と意見交換等を行ってまいります。 

  次に、公共交通についてお答えいたします。 

  採択されました足立区の公共交通の充実を求め

る陳情の処理経過及び結果報告について回答させ

ていただきましたとおり、令和７年３月に策定し

た足立区地域公共交通計画は関連法に基づく法定

計画でありますので、交通基本条例を別途策定す

る考えはございません。計画に基づき、総合的に

公共交通の活性化を図ってまいります。 

  次に、地域内交通の実証実験は、毎日運行して

検証する仕組みにすべきではないかとの御質問に

ついてお答えいたします。 

  地域内交通導入サポート制度による実証実験で

すが、事前アンケート結果からの需要予測や開始

から３か月程度は運行事業者が運行に適用する期

間としても位置付けており、既存の公共交通機関

と共存するためにも、スタート時点からの毎日運

行は基本的には想定しておりませんが、４か月目

以降に入り、周知の進み具合や利用状況等を確認

しながら、運行曜日の増加などにも取り組んでま

いります。 

  次に、はるかぜ１０号の質問に関し、一括して

お答えします。 

  地域協議会は地域住民が主体となって運営して

いる団体であり、構成員については協議会の判断

によりますが、区としては、協議会が連携、協力

できると判断すれば、新たに構成員を追加するこ

とも可能と考えております。 

  また、現在、地域協議会では、デマンド型と定

時定路線型の双方の意見が出ており、区としては、

道路状況を可視化することやデマンド型と定時定

路線型双方の特性について助言をすること、また、

実施したアンケートの集計結果などを参考に、拠

点の駅や主要施設なども抽出し、検討しやすくな

るようなサポートをしてまいります。 

  更に、アリオや扇大橋、西新井病院などを結ぶ

運行が望まれるがどうかとの御質問ですが、サポ

ート制度は既存公共交通を補完するものとしてい

るため、扇周辺地区で運行されているバス路線な

どを考慮し、効率的な運行が可能となるように検

討を進めてまいります。 

  次に、はるかぜ３号の御質問について一括して
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お答えします。 

  現状、バス運転士不足等により、再度バスを運

行することは困難ですが、はるかぜ３号が運行し

ていた地域のうち入谷地区については、令和６年

度よりバス以外の交通手段として足タクの運行を

開始しております。また、足タク運行区域外の舎

人６丁目の地区でも日常移動に関する課題解消の

要望があったことから、移動実態を把握するため

のアンケートを実施いたしました。 

  令和８年度には、道路状況や交通規制などを調

査し、運行可能な方法を精査しながら、地域の交

通課題解消に向けて、引き続き意見交換を行って

まいります。 

  次に、チョイソコ×せんじゅに関する御質問に

ついて一括してお答えいたします。 

  これまでの利用状況から曜日や時間帯により利

用件数にばらつきがあることを把握しております。

運行時間の延長については関係者と協議を重ねな

がら、引き続き検討してまいります。 

  また、これまで地域協議会との共催で１５回の

説明会等を開催してきましたが、今後も利用形態

の変更や御要望をいただいた際には、積極的に説

明会を開催してまいります。 

  次に、区として協議会の連合体をつくって、情

報共有、交流ができるようにしてほしいとの御質

問にお答えします。 

  地域内交通に取り組む各協議会の間で課題や知

見を共有できる機会を設けるなどの仕組みについ

て検討してまいります。 

  また、区の人員体制については、今後、交通課

題解決を目指す地区の増加スケジュールに合わせ

て体制強化を図るため、組織定数を所掌いたしま

す政策経営部と協議してまいります。 

  次に、交通不便地域におけるデマンド型交通の

区内全域での導入についてお答えいたします。 

  公費負担をして利便性の高いデマンド交通を区

内全域へ導入することは、既存バス路線や通常の

タクシー営業等に影響が出る恐れがあるため、現

時点では考えておりません。 

  足立区地域公共交通計画で示した公共交通サー

ビス水準の低い地域等へは、地域内交通導入サポ

ート制度を活用し対策を講じてまいります。 

  次に、足タクの予約についてですが、運行開始

に当たっての協力事業者へのヒアリングなどを踏

まえ、利用直前に電話による配車依頼を行ってお

りますが、利用者の利便性向上を目指して、アプ

リを活用した配車依頼ができないかなど、他自治

体の事例などを参考にしながら検討してまいりま

す。 

○福祉部長 私からは、障がい者施策の御質問のう

ち、まず、強度行動障がいがある方や医療的ケア

が必要な方を含む重度障がいに対応したグループ

ホームの整備促進についてお答えいたします。 

  重度障がい者向けグループホームの整備につい

ては、区としても必要だと考えており、第８期障

がい福祉計画においても引き続き整備促進を盛り

込む予定です。 

  しかし、強度行動障がいや医療的ケアが必要な

方の受入れについては、対応可能な職員の確保や

施設の設備改修などの課題もあり、新たに参入し

ている株式会社など、営利法人が運営しているグ

ループホームでは入所を断られている現状があり

ます。 

  強度行動障がいや医療的ケアが必要な重度障が

い者を受け入れるグループホームを増やすため、

引き続き、事業者の意見や他区の取組を参考に、

人件費補助など運営費の加算について検討し、グ

ループホームの整備を推進してまいります。 

  次に、障がい者が１か所で相談し、プランニン

グしてくれる仕組みとセルフプラン率の改善につ
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いてお答えいたします。 

  御指摘のとおり、区としても相談機能が分散し

ていることの分かりにくさやセルフプラン率の高

さは重要な課題と認識しております。その原因は

単一ではないものの、問題の根底は、区内相談支

援事業所の数が区の障がい福祉計画では目標５０

であるのに対し、現在は３５にとどまっているこ

とにあると考えております。 

  新規事業所の開設は一定数あるものの、既存事

業所の休止、廃止も多く、結果として事業所の数

の増加につながらないことから、区では今年度か

ら障がい援護課や障がい福祉センターアシストの

主任相談支援専門員による事業所訪問を強化し、

相談支援事業所が抱えやすい困難事例やその課題

解決の方法の共有などを通じて、事業所の休止、

廃止を防ぐ取組を進めております。 

  現在はまだ明確な成果は出ていないものの、今

後も事業所の訪問ペースを高めるなど、実施方法

の見直しを行うことで、相談支援体制の充実に取

り組んでまいります。 

  また、あしすとの機能の見直しについては、現

在も地域生活支援拠点として位置付けられ、障が

いのある方の相談に応じておりますが、相談件数

から考えて、あしすとのみで相談を受けることは、

様々な見直しを行ったとしても困難です。そのた

め、さきに述べた区内相談支援事業所の数の増加

とともに、今後は、あしすとを含めた各関係機関

同士の更なる連携を図り、切れ目のない支援体制

の構築に努めてまいります。 

○総務部長 私からは、難病患者を対象とした職員

の採用についてお答えいたします。 

  障がい者の法定雇用率に関しては、２０２６年

７月に３．０％に引き上がりますが、足立区にお

いては、現在は２．７９％であるため、まずは障

がい者の法定雇用率達成に注力したいと考えてお

ります。 

  今後、厚生労働省が２０２７年に目指している

法改正が行われた際には、障がい者枠に難病患者

も考慮して会計年度任用職員の採用を行ってまい

ります。 

  また、特別区人事委員会の動向を見ながら、常

勤職員の採用に関する働き掛けも行ってまいりま

す。 

○衛生部長 私からは、難病患者の社会参加につい

ての御質問のうち、目黒区の難病当事者や家族、

介護者を対象にした交流の場、めぐろ難病カフェ

を足立区でも取り組むべきについてですが、めぐ

ろ難病カフェについて目黒区へ確認したところ、

パーキンソン病患者と御家族の交流会として実施

しているパーキンソン教室のうち、一部の開催を

めぐろ難病カフェとしており、教室参加者以外の

他の難病当事者や御家族の方なども参加できるよ

うにしている会とのことでした。 

  当区においては、竹の塚保健センターでパーキ

ンソン病交流会を令和６年度には７回開催してお

ります。パーキンソン病患者以外の方の参加につ

いては、目黒区に実施状況などを調査し、区のパ

ーキンソン病交流会の当事者や御家族の皆様の御

意見を伺いながら判断してまいります。 

○都市建設部長 私からは、羽田新飛行ルートにつ

いて、品川区と同様に、市街地上空を通過しない

海上ルートの実現に向けた検討の加速化に関して、

足立区も国へ要望すべきとの御質問にお答えいた

します。 

  固定化回避検討会で国が検討を進めている海上

ルートとは、現在の滑走路の使い方を前提に、で

きる限り海上を飛行して着陸するルートとなって

おります。 

  新飛行ルートのうち、北風運用の離陸時に足立

区中心部の上空を約６，０００フィート、南風運
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用の着陸時に草加市等の行政界上空を約４，００

０から５，０００フィートの高度で飛行しており

ますが、着陸時に低空の１，０００から２，００

０フィートで飛行し、その頻度も多い品川区とは

状況が異なると考えております。 

  そのため、足立区単独での要望は考えておりま

せんが、引き続き、国が進める海上ルートの実現

の検討状況を注視しつつ、特別区長会での提案も

含め検討してまいります。 

○★★ 私からは、医師会委託や専門の病児病後児

体制を構築すべきについてお答えいたします。 

  これまで医師会や病院、市立保育園を運営する

法人に対し、申入れを行っており、ある医療法人

とは実施場所を特定するまで交渉が進んだ案件も

ありました。しかしながら、設備上の課題などの

問題があり、最終的に断念した経緯もあります。

いずれの関係機関からも、場所の確保ができない

などの理由から、現時点での設置は困難であると

の回答をいただいております。 

  次に、東京女子医科大学附属足立医療センター

やすこやかプラザあだちでの実施を目指すべきに

ついては、東京女子医科大学附属足立医療センタ

ーを副区長が直接訪問するなど、複数回設置への

協力を求めてまいりました。しかしながら、スタ

ッフの体制が整わないことや大規模な工事が必要

となるため、実施は困難との回答でした。 

  同様に、すこやかプラザあだちは、病児保育を

実施するための設備がない現状があります。 

  今後も引き続き各方面に交渉を進め、親が仕事

を休むことなく社会生活を維持できるよう、区直

営での設置を並行して検討してまいります。 

○子ども家庭部長 私からは、子ども政策に関する

御質問についてお答えいたします。 

  まず、夏休み中の学童保育室における学校給食

室の活用ですが、宅配弁当事業者における提供が

進まない中、昼食提供の拡大は喫緊の課題だと考

えます。 

  御提案の学校給食室の活用について、学校現場

や学校給食民間事業者に実施の可能性を確認し、

学校内学童保育室のモデル実施を含め、活用を検

討してまいります。 

  次に、学童保育料を間食費のみの徴収にするこ

とについてお答えいたします。 

  学童保育で間食費のみ徴収を行っている自治体

を調査した結果、中央区、渋谷区、小樽市など少

数でした。かつて、間食費のみ徴収していた広島

市は、利用者増加で運営経費がかさみ、安定的な

運営が困難となり、令和５年度から保育料を有料

化した例もございます。 

  多くの自治体で保育の観点を重視する学童と見

守りの観点を重視する放課後子ども教室では費用

負担が異なっており、当区でも学童保育での一定

の保育料の負担は整合性や公平性に欠けると考え

ておりません。 

  このようなことを含め、現段階では、全ての世

帯に間食費のみの徴収に変更することは予定して

おりません。なお、間食費は物価高騰分を令和８

年度から事業者に補助しますが、保護者の利用料

は６，０００円のまま変更しません。 

  非課税世帯等への利用料の減額は継続するとと

もに、引き続き、適正な利用料の在り方は検討し

てまいります。 

  次に、一時保育の無償化についてお答えいたし

ます。 

  こども誰でも通園制度とともに、一時保育の無

償化についても検討を重ねてまいりました。その

ような中で、令和７年１０月の足立区子育て支援

サービス利用者負担適正化審議会における答申に

合わせて要望事項をいただきました。内容は、一

時保育の無償化については、真に支援が必要な世
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帯が利用できないおそれがあるため、こども誰で

も通園制度開始後の利用実績を見ながら検討する

こととのことでした。これらを踏まえて、まずは

無償化せずに、来年度以降の一時保育の動向を注

視しながら、引き続き検討してまいります。 

  次に、認証学童保育室を増加すべきについてで

すが、令和７年度は９室の認証となりましたが、

令和８年度は更に９室の申請があり、合計１８室

となる見込みです。 

  引き続き事業者に申請の働き掛けを行ってまい

ります。 

  次に、学童保育室の職員向け家賃補助制度の取

組ですが、学童保育室の安定した運営を継続する

ためには、支援員の確保、育成が重要であると認

識しております。このため、事業者の活用意向を

確認しながら、都の制度を活用した本制度の実施

に向けて検討を進めてまいります。 

○教育指導部長 私からは、子育ての負担軽減に関

する御質問のうち、裁縫セットや絵の具セット、

書道セット、鍵盤ハーモニカなど、学校の備品化

して共有化することについてお答えいたします。 

  これらの教材を使用する教科は、学校で学習し

たことを日常生活でも生かしていくことで教科の

目標に資すると考えます。購入した教材が手元に

あることで、学校での学びを家庭生活で活用し、

技能を定着させることが可能になります。 

  また、教材の備品化については、衛生面への配

慮も必要で、管理する教員の負担増が考えられま

す。 

  今後、彫刻等や算数セットに加え、ほかに備品

化する教材があるかについては、引き続き研究し

てまいります。 

○学校運営部長 私からは、まず、各学校を廃止す

るのではなく、地域の拠点として複合化も含めて

積極的に改築し生かしていくことで、地域全体の

ウェルビーイングの向上につなげられると考えな

かったかとの御質問についてお答えいたします。 

  小・中学校の適正規模・適正配置事業は、学校

の適正規模化により、子どもの教育環境を充実さ

せることを第１の目的としております。この目的

を達成した上で、統合校が地域の活動拠点になる

よう、統合地域協議会において施設の複合化など

を検討し、地域全体のウェルビーイングの向上に

つながるよう取り組んでまいります。 

  次に、小規模校ほど積極的に改築を行えば改善

できるのではないかについての御質問についてで

すが、御提案のように、小規模校を単独改築した

場合、学校選択制により設備の新しい改築校への

入学希望者が増えることは予想されますが、学区

域内の子どもたちが減少し、学校が小規模校とな

っている場合は、対象地区全体で学校規模や施設

更新の状況を踏まえて、適正規模・適正配置を考

える必要があります。したがいまして、小規模校

を単独で改築することは考えておりません。 

  次に、子どものためと言いながら、財政論を先

行させているだけではないかとの御質問について

ですが、区では、児童・生徒が適正な規模の集団

の中で様々な人と交わり、多様な経験を積む機会

を増やすことがより重要であり、子どもの教育環

境の向上を最大の目的として、学校適正規模・適

正配置に取り組んでおりますので、決して財政論

を先行させているわけではありません。 

  次に、竹の塚中学校と渕江中学校は、統合では

なく単独建て替えをすべきとの御質問についてで

すが、適正規模・適正配置事業は、小規模状態を

解消することを目的としております。学校単体で

はなく、対象地域全体で学校規模や施設更新の状

況を踏まえて適正規模・適正配置を考える必要が

あるため、それぞれの学校ごとに単独で建て替え

をすることは考えておりません。 
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  学校統廃合の反対の御意見に対しましては、引

き続き丁寧に説明に努め、１人でも多くの方に統

合案を御理解いただけるよう取り組んでまいりま

す。 

  次に、花畑地域の学校統合の計画を撤回すべき

ではないかとの御質問についてですが、花畑地域

内の小・中学校の在籍児童数、生徒数、学区域内

の年少人口等を分析し、花畑中学校と花畑北中学

校、花畑西小学校と桜花小学校をそれぞれ統合す

る素案を公表いたしました。 

  一方で、どの敷地に新校を建てるのか等につい

ては、現在検討中であり、決まったものはござい

ません。したがいまして、教育委員会として現時

点で計画を撤回することは考えておりません。具

体的な統合案がまとまりましたら周知してまいり

ます。 

  また、桜花小学校については、再度の統合対象

となり、地域の皆様には大変心苦しい限りではあ

りますが、引き続き丁寧な説明に努め、統合に御

理解いただけるよう取り組んでまいります。 

○ぬかが和子議員 何点か再質問いたします。 

  まず最初に、高齢者支援についてなんですけれ

ども、先ほどシルバーパスについての答弁で、他

の自治体の状況を慎重に検討するのだというふう

にお答えだったのですけれども、だから私、質問

の文章の中で聞いていたのでしょうか、足立区の

周りの自治体が荒川区だけではなくて、どんどん

とやってますよと、周りの状況を見るのだと言っ

たら、やったらどうですかと質問しているのです

よ。これについての答えにはなっていないという

ことで、再度答弁お願いしたいと思います。 

  それから、続いて緊急通報システムなんですけ

れども、東京都の補助要件だからと、だから別の

見守り施策の中でそういったことは考えるのだと

いうようなお答えだったのですが、私、２３区全

部調査したんですよ。東京都の補助要件に上乗せ

する形で要件を緩和している。だから、慢性疾患

ではなきゃ駄目よなんていうふうに言わない区が

１４区もあったり、また、日中独居を対象にして

いたり、もっと言うと要件絞らないでやっている

ところ、そういうところもあるということを私先

ほど質問の中で申し上げました。そういう点では

私の質問には答弁になってない。支給要件を緩和

してほしいということで、そういうことで言って

ますので、再度答弁をお願いしたいと思います。 

  それから、６枚目でしょうか、これは中高生の

交通費負担と備品の問題ですね。中高生の交通費

負担についてですけれども、答弁の確認なんです

けれども、そうすると、区としては、子どもが大

人料金を払うことはおかしくないという考えです

ね。これ質問してますので、ちゃんと答えてくだ

さい。 

  それから、教育の備品の備品化については、実

は質問したことに答えてないんですよ。通告で言

ってますように、①②③と、こういう効果がある

と思いますがどうですかという部分についてちゃ

んと答えてないので、答えていただきたいと思い

ます。 

  それから、一時保育の保護者負担なんですけれ

ども、これは審議会、私も委員でしたからよく覚

えてますけれども、諮問事項ではないわけです。

ましてや全員の一致して有料がいいということで

はなくて、やっぱり無料でやってほしいという声

と混在している中での話なんですよ。審議会の様

子をもって、足立区はだからやらないんですとい

うふうにはならないと思うんです。区としてどう

お考えなのか、再度答弁をお願いしたいと思いま

す。 

  それから、学校統廃合の部分、学校について等

ですけれども、ここで、先ほど紹介した生徒会役
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員の２年生のことを事例で、質問の中で紹介させ

ていただきましたけれども、この保護者の方はこ

う言っているんですよ。息子が生徒会として反対

という意味で文化がなくなることについて質問し

たのに、是非、後輩に新しい学校を意識して考え

てください。もう話が通じないとはこのことです

ね、大人の嫌なところを見せてしまったと失望し

ていないか心配になっています。納得できる理由

が皆無、区民の意見を軽くあしらう区の姿勢に対

して怒りが湧きますと、こういうふうに保護者の

方、言っていらっしゃるんですよ。正に「やりた

いことが叶うまち」ではなくて、やりたいことを

潰す足立区だと言わざるを得ないと。 

  この質問の中で、私のクエスチョンのところで

は、要は、意見を誠実に受け止めて、なぜこうい

う書き方をしたかというと、９割の反対があって、

説明会でもみんながやめてほしいと。８月２１日

の文教委員会で、地域の方たちが反対という声が

強いようであれば、なかなかこの事業については

進められないというのが実態でございますと言っ

ているわけですから、これを受け止めて、ちゃん

とやってほしい。つまり言っていることとやって

いることが違うではないかということで求めてい

ます。再度答弁をお願いしたいと思います。 

○高齢者施策推進室長 ぬかが和子議員の再質問の

うち、シルバーパス支援についてですが、近隣区、

また、２３区の状況、そういったことも考えの一

つではありますけれども、そもそもシルバーパス

は東京都の事業であること、また、区の限られた

財源や高齢者施策等の優先順位、それらも総合的

に判断する必要があると考えております。 

○高齢者施策推進室長 大変失礼いたしました。ぬ

かが和子議員の再質問のうち、緊急通報システム

の要件緩和についてですけれども、他区の状況と

いうことでもございますが、そもそも都の補助要

綱、こちらに沿って、足立区の方、実施しており

ます。都の補助を有効活用するためにも、都の要

綱に従って緊急通報システムは実施していきたい

というふうに考えております。 

  先ほども御答弁いたしましたが、令和９年度を

目指して、今現在、区独自事業であります見守り

サービス助成、こちらを要件緩和することを考え

ておりますので、そちらの方で対応していきたい

というふうに考えております。大変失礼いたしま

した。 

○交通対策担当部長 ぬかが議員からの再質問のう

ち、私からは、中高生の子どもたちの大人料金を

払うことはおかしくないのかということについて

お答えいたします。 

  先ほども申し上げましたけれども、今現在とし

ては１２歳以上が大人とされております。いろい

ろな交通の料金として大人料金が設定されており

ますので、足立区としましても、今現在でこの状

態をもっておかしいとは考えておりません。 

○教育指導部長 私からは、ぬかが和子議員の再質

問のうち、学校の保護者負担で購入している教材

費についての御質問についてお答えいたします。 

  御指摘いただいたとおり、区としての見解を問

われる部分について答弁が漏れておりました。大

変申し訳ございませんでした。 

  御指摘されているのは３点ございます。保護者

の購入費の軽減につながるということ、使用頻度

が低い教材でも適正に管理運用ができるというこ

と、特に重たい教材の持ち運びの負担が軽減され

るという、この３点でございます。 

  こちらについては、確かにそうした点もあると

いうふうに区としても考えます。ただし、今のと

ころは、個人の道具として扱うことが教育に資す

るという考えでおりますので、先ほど答弁しまし

たけれども、今後も、彫刻刀、算数セットに加え
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て、どういったものを備品化していくのか、また

は、今年度から始めました、教材費の保護者負担

軽減の枠の中で併せて検討していくのか、そんな

ことを含めまして、引き続き研究してまいります。 

○子ども家庭部長 私からは、一時保育の無償化の

部分の再質問にお答えいたします。 

  先ほど答弁させていただきましたとおり、適正

化審議会の内容は諮問事項ではございませんで、

要望をいただきましたというような答弁をさせて

いただいてます。その要望をいただいた、真に必

要な世帯への利用ができない恐れということを、

これを踏まえてというところで、これを踏まえて

区として無償化はせずにというような内容で答弁

させていただきましたので、御理解いただきたい

と考えております。 

○学校運営部長 ぬかが和子議員の学校統合に関す

る再質問についてお答えをいたします。 

  再質問の中では、適正規模・適正配置のガイド

ラインの９割が反対であると。それから、保護者

説明会の中でも大多数が反対であったと。そのほ

か、文教委員会では、地域の御理解がいただけな

ければ、統合はできないという御答弁を差し上げ

たことに関する再答弁とさせていただきますけれ

ども、繰り返しになりますけれども、反対意見に

関しましては、引き続き丁寧な説明に努めて、１

人でも多く御理解いただけるように取り組んでま

いりたいというふうに考えているところと、あと、

文教委員会で御答弁いたしました統合の成案化に

ついては、両校の代表者から成る統合地域協議会

の中で成案化を進めてまいりますので、今の時点

でこれが確定というものではありませんので、そ

の点だけ定めさせていただきたいと思ってます。 

○ぬかが和子議員 質問に答えてないです。 

○ただ太郎議長 ぬかが議員、質問通告に対して答

弁がないということについての再質問は許されま

すけれども。 

○ぬかが和子議員 質問通告で言ったことに対して、

ちゃんとそれに答えてないので、再質したけれど

答えてないと。 

○ただ太郎議長 答えていないところがあるという

ことですね。 

○ぬかが和子議員 そうです。 

○ただ太郎議長 議員の質問は既に２回にわたって

おりますが、会議規則第５３条、ただし書の規定

により特に許します。 

  簡明にお願いします。 

○ぬかが和子議員 さっきの学校統廃合のところは、

実は聞いたことに答えてないんですよ。再度の答

弁だと言って、さっきの最初の代表質問の答弁言

っていますけれども、後から例示で出した話とは

違うことを私ずっと言ってる。何でこの質問した

かという通告のところをちゃんと見てほしいんで

すよ。 

  それは、最近の統合協議会がどうとか、さっき

答弁したような中身ではなくて、去年の８月の段

階で反対が多かったらやらないという前提を私は

信じているから、反対がこういうふうにあるのだ

から、その声を受け止めてくださいということに

対して、受け止めるではなくて説明をするという

のは、受け止めるのか受け止めないのか答えてな

いんですよ。ちゃんと受け止めて対応してちょう

だいと言っているのですから、そこ、どうかもう

一度答えてください。 

○学校運営部長 大変失礼しました。反対の意見に

ついては当然受け止めてはおります。ですので、

丁寧に今後御説明をさせていただきたいという答

弁をさせていただいたところでございます。 

  ただし、繰り返しの御答弁になりますけれども、

これは教育委員会の統合の案としてお示ししまし

て、それを地域の皆様に説明している状況ですの
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で、実際にこれが統合を進めていくということに

なるに至るには、両校の統合地域協議会の中で合

意をいただいて進めるということを説明をさせて

いただいてるところでございます。 

○ただ太郎議長 次に、２番加地まさなお議員。 

［加地まさなお議員登壇］ 

○加地まさなお議員 是々非々の会（維新・参政・

無所属・立憲）の加地まさなおです。さきに提出

した質問通告書に従い、会派を代表して順次質問

をさせていただきます。執行機関の皆様におかれ

ましては、是非前向きな御答弁をお願いいたしま

す。 

  まず、令和８年度当初予算案の規模と財政構造

についてお伺いいたします。 

  新年度予算案は、一般会計において３，６９６

億円と前年度比６．４％、金額にして２２３億円

の増額となり、実に１２年連続で過去最大規模を

更新しました。特別会計を含めた総額では５，３

２８億円に達する巨大予算となっています。 

  歳出に目を向ければ、賃上げ等の影響により、

特別区税は過去最高の６０９億円を見込み、財政

調整交付金も、都税収入の好調を背景に、１，２

５５億円を計上するなど、一見すると極めて堅調

な財政状況にあるように映ります。 

  一方で、その歳出構造を検証すれば、楽観視で

きない実態が浮き彫りとなってきます。今回の一

般会計増額分２２３億円のうち、実に約９割に当

たる２０６億円が生活保護費や障害者自立支援給

付費といった扶助費の増大、人件費の改定、物価

高騰への対応、更には国の施策である学校ＩＣＴ

機器の更新費用など、区の裁量が及ばない義務的

な経費で占められているのが現実です。 

  区長は、新年度予算の編成にあたり、令和７年

度に改定された基本計画、「やりたいことが叶う

まち」の実現に向け、その大前提となる日々の生

活上の安心を確保し、その安心を支える活力の向

上に向けた土台づくりを掲げられました。しかし、

増額分のほとんどが硬直的な経費で埋まってしま

う現状において、独自の政策を展開する余地は極

めて限定的であると言わざるを得ません。 

  このように、財政の硬直化が進む中で、区長が

掲げる安心と活力の好循環をどのように生み出し、

区独自のやりたいことを実現するための財源をど

う確保していくのか。新年度予算編成における区

の基本認識と持続可能な財政運営に向けた取組を

区長に伺います。 

  また、自主財源の確保に向けて、今後どのよう

な取組を具体的に進めていくのか、併せて伺いま

す。 

  次に、行財政改革と事務事業評価についてお伺

いいたします。 

  令和８年度予算案においては、扶助費や物件費

が高騰する厳しい財政環境下、約３０億円もの事

業費削減を行った点を高く評価いたします。内訳

を精査すると、執行率の精査による約１８億円の

減額に加え、既存事業そのものの見直しによって

約１２億円もの財源を生み出しています。これは

単なる不用額の整理にとどまらず、事業の有効性

を考慮し、行政判断がなされた結果と考えます。 

  形骸化しがちな事務事業評価の抜本的改善や財

政課によるチェック機能の強化、そして事業の新

陳代謝を促す仕組みなど、議員になってから数々

の質問、提案をさせていただきました。その中で、

評価指標の適正性の見直しを進めている、財政部

門が論理的整合性を厳しくチェックする能力を高

めるとの答弁がありました。今回の歳出削減に対

して、事務事業評価の質の向上や財政部門による

厳格な査定が、実際の予算編成プロセスにおいて、

各所管の意識改革や事業見直しにどれほどの効果

があったと考えるか、区の見解を伺います。 
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  また、今回の削減が単発的な対応にとどまらず、

行政評価システムの実効性が高まったことによる

構造的な成果であるのか、併せて伺います。 

  次に、高齢者等予防接種の重症化予防とＱＯＬ

の向上についてお伺いいたします。 

  高齢者の重症化を予防し、ＱＯＬ（生活の質）

を向上させることは、公衆衛生及び自治体運営に

おいて極めて重要な目的であります。一方で、そ

の手段については、常に最新の科学的知見と議会

での議論を反映させた適正なものでなければなり

ません。 

  それを踏まえると、新型コロナワクチン接種事

業の計上の在り方には強い違和感を感じます。本

事業において、なぜ厳格な執行率の精査が行われ

ず、当初予算から外した補正予算での計上という

例外的な措置が取られているのか、区の基本方針

とその整合性を伺います。 

  昨年の決算特別委員会において、新型コロナワ

クチン定期接種への全額助成方針に対し、絶対の

決定ではない、自己負担を含む制度設計を再検討

すると明確に答弁していただきました。客観的デ

ータに基づき、ゼロベースで検討し直すことを約

束したものと認識しています。 

  しかし、令和８年度の予算資料には、検討のプ

ロセスが見えないまま、自己負担額無料の方針が

示されています。他区が約２，５００円の適正な

自己負担へと切り替える中、本区において自己負

担導入を見送った科学的、あるいは財政的な根拠

を伺います。 

  区は、事業の目的を重症化予防と定義していま

す。しかし、現在、ＷＨＯや国立感染症研究所は

主流となっている変異株について、重症化リスク

がこれまでより著しく高い証拠はないと評価して

います。 

  客観的リスクの増大が認められない事業に対し、

依然として全額公費負担を継続することは適正と

言えるのか、区の見解を伺います。 

  昨年、決算特別委員会にて、全ワクチンの接種

率、全データの公表を約束していただきました。

その公表を前に、実績の精査を避け、議論を補正

予算へと先送りする手法はＥＢＰＭを重視した事

業になっているのか、区の見解を伺います。 

  また、今年度の接種率を分析した上で、補正予

算等、公費投入の妥当性を検証すべきと考えます

が、併せて区の見解を伺います。 

  次に、職員の統計スキル向上と自己啓発助成制

度、複線型人事制度についてお伺いいたします。 

  行政運営においてデータに基づく政策立案、Ｅ

ＢＰＭの重要性はますます高まっています。その

ためには、統計やデータ分析に関する知識を持つ

職員の育成が不可欠であると考えます。行政の信

頼性は、政策の成果だけではなく、その政策がど

のような根拠に基づいて決定されているかを説明

できるかどうかにも大きく関わります。統計やデ

ータ分析の専門性はＥＢＰＭを支える行政基盤で

あり、区政の信頼性を高める重要な要素でもあり

ます。 

  令和６年決算特別委員会においては、統計等の

専門知識を持つ職員育成に向け、資格取得支援の

重要性や資格取得を報酬やキャリアアップにつな

げる仕組みについて、質問、提案をさせていただ

きました。折しも、本区では足立区職員自己啓発

助成を２万円から１０万円に増額していたことは

大変評価いたします。一方で、研修機会や助成制

度は整備されているものの、統計やデータ分析等

の専門人材を計画的に育成、活用する制度として

の位置付けは必ずしも明確ではありません。また、

自己啓発助成制度や複線型人事制度といった人材

育成の仕組みについては、制度内容だけではなく、

その趣旨や価値をどのように伝えていくかという
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視点も重要であると考えます。 

  区は、職員キャリアサポートＢＯＯＫや採用パ

ンフレットなどを通じて、職員のやりがいや成長

の実感、専門性を高めて働くことの魅力を発信し

ています。内容は、職員の人柄や努力を知ること

ができ、興味や関心につながるきっかけとなる冊

子になっています。大変すばらしい内容です。 

  これからの自治体には、待遇だけではなく、こ

こで働く意味、足立区で働く意味や成長できる実

感を示していくことがより一層求められます。学

びたい職員を区が応援し、専門性を区の力として

育て、その姿を発信していくことは、職員のやり

がいの向上だけではなく、自治体としての魅力向

上や人材確保にもつながると考えます。 

  現在、統計関連資格を保有する職員はどの程度

いるのか。また、統計スキルを持つ職員をどのよ

うに把握していくのか。政策立案業務に活用して

いるのか、区の見解を伺います。 

  現在の自己啓発助成制度は、支援制度としては

有効である一方、人材育成制度としては十分では

ないと考えます。資格取得を専門性の向上や人事

異動や人事評価に反映させるキャリアパス制度は、

専門人材の育成だけではなく、職員の学びへの意

欲や仕事へのやりがいの向上になります。 

  専門性を高めながら働くことができる職場環境

は、自治体としての魅力向上にもつながり、足立

区で働きたいと考える人材の確保にも寄与するも

のと考えますが、区の見解を伺います。 

  また、資格取得や専門性の向上を人事評価やキ

ャリア形成に適正に反映させる仕組みについて、

現在の検討状況と今後の方向性を併せて伺います。 

  自己啓発助成制度や複線型人事制度といった人

材育成の仕組みについて、制度の内容だけではな

く、どう伝えるか、どう見せるかという視点も重

要であると考えます。例えば、自己啓発助成制度

を自己投資応援制度（専門性チャレンジ制度）や

複線型人事制度を区を支える匠育成制度（プロフ

ェッショナルキャリアパス制度）といったような

名称で、学びや専門性を区として支え、評価して

いく制度であることが伝わる表現にすることで、

職員のやりがいや誇りにもつながり、自治体とし

ての魅力向上や人材確保にも寄与するのではない

かと考えます。 

  制度の趣旨や人材育成の方向性をより分かりや

すく伝えていくことについて、区の見解を伺いま

す。 

  データに基づく政策立案を進めるためには、統

計やデータ分析の専門性を政策評価や事業改善に

生かしていくことが重要であると考えます。 

  区が実施している施策や事業について、データ

分析や統計的手法をどのように活用し、政策評価

や改善につなげていくのか、区の見解を伺います。 

  次に、無意識の偏見、アンコンシャス・バイア

スについてお伺いいたします。 

  昨年、東京都の女性活躍推進条例において、ア

ンコンシャス・バイアス、無意識の偏見の解消が

盛り込まれた際、個人の内心領域への行政介入や

特定の価値観を強いる思想統制につながるのでは

ないかという深刻な懸念が示されました。 

  我が会派は、昨年、足立区の男女共同参画社会

推進条例の一部改正案に対し、本来の目的である

男女格差の是正から逸脱し、性の多様性に関する

規定を性急に盛り込むことが、条例当初の趣旨を

埋没させ、個人の価値観へ不当に介入する懸念が

あることから、反対討論を行いました。 

  第８次足立区男女共同参画行動計画では、アン

コンシャス・バイアスを「無意識の偏見・思い込

み」と定義し、重点的な啓発対象としています。

無意識とは、文字どおり個人の内心領域であり、

公権力がいかなる思想や信念を持つのも自由であ
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るとする憲法第１９条（思想及び良心の自由）の

観点から、その変容を迫る啓発は極めて慎重であ

るべきと考えます。無意識の変形に対して、一定

の常識的配慮は重要であります。 

  一方で、行政が特定の考え方を是正すべきバイ

アスと定義し、社会全体に浸透させようとするこ

とは、事実上の思想統制を招くおそれはないか、

区の認識を伺います。 

  東京都では、男性職員に生理痛を疑似体験させ

る装置の導入などが検討され、物議を醸しました。

こうした手法は、個人の身体的な尊厳に踏み込む

だけではなく、特定の感覚を共有することを半ば

強制し、行政が望む特定の心理状態へ誘導しよう

とする啓発の域を超えた心理的圧迫を伴います。 

  男女共同参画行動計画には、あらゆる世代への

アンコンシャス・バイアスに関する啓発が掲げら

れていますが、本区においては、東京都で見られ

たような身体的苦痛を伴う装置の利用や特定の価

値観への同調を強いるような体験型研修を行って

いるか伺います。 

  また、心理的圧迫を与えるような啓発手法は思

想、信条の自由を尊重する観点から一行うべきで

はないと考えますが、併せて伺います。 

  あだち公的表現ガイド等が個人の自由な発言や

文学、教育現場において正解として押し付けられ

れば、表現の自由を萎縮させ、多様な価値観を排

除する結果となりかねません。 

  行政の役割は、無意識を是正することではなく、

異なる価値観を持つ者同士が互いの自由を尊重し

合える環境を守ることにあると考えますが、区の

見解を伺います。 

  次に、外国人問題というの移民政策についてお

伺いいたします。 

  近年、我が国の在留外国人は増加の一途をたど

っています。多文化共生の理想的理念だけでなく、

自治体経営としての現実的実装が問われる段階に

入りました。欧州など海外の経験が示しているよ

うに、社会統合能力を超えた人口変化は、結果と

して社会的コストを増大させるという現実があり

ます。実際、行政において重要なのは、理念の表

明ではなく、地域社会の持続可能性を守るための

予防的な政策判断であります。 

  足立区においても、外国人住民は、令和７年６

月時点、４万４，７８０人、６．４％から、同年

１１月１日時点、４万７，９９０人、６．８２％

へ、僅か５か月で３，２１０名も急増しています。

この増加ペースそのものが、教育、福祉、国民健

康保険等の公的サービスのキャパシティに直接影

響しうる局面であります。 

  さきの定例会では、多文化共生の理想と現実に

ついて、文書質問では、多文化共生の前提となる

異文化交流について質問してきました。多文化共

生の前提となるのは異文化交流であります。異文

化交流とは、相手の国の文化、伝統、言葉、宗教、

価値観、ルールが我が国と異なることを知ること

であり、その違いを理解することから始まります。

その上で、日本の伝統、文化、風習、慣習、ルー

ル、マナーを理解し、日本語を基に、地域社会の

一員として生活していくことが多文化共生への実

質であると考えますが、現状は、政府の行き過ぎ

た移民受入れ政策が自治体運営に影響を及ぼし始

めています。 

  区は答弁において、異文化交流の必要性を認め、

日本語習得支援を進めることを示しています。多

文化共生を差別の是非ではなく、区民の安全、学

力、健康、貧困の連鎖を断つという区政の責務に

照らし、制度として持続可能か、現場が破綻しな

いか、行政が説明責任を果たせるかが問われる重

要な問題であります。 

  欧州等では、移民政策による社会統合の課題が
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顕在化した事例が存在します。ドイツでは、社会

統合の遅れ、スウェーデンでは統合コストの増大、

フランスでは移民系住民が多い地域での暴動とい

った社会的損失が生じています。イギリス、オラ

ンダ等も行き過ぎた移民政策により、社会の混乱

を来しているのが現状です。これらの事例が示し

ているのは、理念だけでは社会統合は成立しない

現実です。 

  区は、以前の答弁で、欧州等と同様の課題が現

れる可能性を否定できないと述べています。欧州

等で起きているこうした社会統合の失敗事例を区

として具体的にどのように分析し、政策に反映し

ているのか見解を伺います。 

  また、政府の政策を待つのではなく、足立区独

自の社会統合の許容限界（キャパシティ）をどこ

に設定し、それを超えた際の激変緩和措置をどう

講じるのか、併せて伺います。 

  区の意識調査では、外国人住民の不安上位は言

葉であり、区も支援の不十分さを認めています。

外国人ＰＴにある日本語習得と生活ルール理解に

ついて、到達基準、参加率、修了率、地域参加行

動の変化等を用い、いつまでに、どの指標で改善

したと区民に説明するのか伺います。 

  外国人支援施策の一般財源を、令和７年度予算

ベースで約７，７００万円（人件費除く）としつ

つ、外国人比率に上限を設けることは検討しない

としています。 

  この増加は続く前提と上限は持たないという構

図のまま、海外のような治安、教育、財政の複合

負荷が顕在化したとき、区は区民に対して、何を

根拠にどのように責任を果たすのか、区長の見解

を伺います。 

  外国人住民比率が短期間で上昇している現状を

踏まえ、区は多文化共生を理念ではなく、区民の

安全、学力、健康、貧困の連鎖対策の枠組みの中

で、どの優先順位で、どの到達目標、行政評価と

して位置付けるのか、区の基本方針を伺います。 

  外国人住民比率の上限を設けないのであれば、

代替として、次のようなキャパシティ管理の客観

的指標を設定し、定期公表し、早期警戒、是正に

つなげるべきではないかと考えます。 

  教育、日本語支援が必要な児童・生徒数と支援

体制の充足率。福祉、通訳などを要する相談件数、

対応時間、待機・滞留状況。国保、収納率者や未

納の構造による制度運営リスク。この管理の視点

をいつまでに、どの指標で、どの部局責任で構築

するのか、区の見解を伺います。 

  外国人住民の急増に伴い、特定の文化や宗教に

基づく大規模な拠点が地域内に形成されるケース

が想定されます。これらは地域住民の穏やかな住

環境や交通、防災面での懸念を生む可能性があり

ます。 

  区は、こうした大規模なコミュニティ拠点の建

設、設置に際し、現行の開発事業の指導や規制に

関する条例等が生活習慣の異なる集団に対しても

実効性を持って機能していると考えているか、区

の見解を伺います。 

  周辺住民との合意形成や災害時の避難計画、騒

音、駐車対策などが担保されない場合、設置を制

限、あるいは厳格に管理する独自の設置基準、ガ

イドラインの策定を検討すべきと考えますが、区

の見解を伺います。 

  一般財源約７，７００万円（人件費除く）の支

出がどのアウトカムを改善し、どのコスト増を抑

える設計になっているのか伺います。 

  また、金額の大小ではなく、社会的コストを抑

制する費用対効果の説明責任をどのような形で果

たすのか、併せて伺います。 

  欧州等、海外で起きている既知のリスクを前提

に、それでも上限を持たずに多文化共生を進める
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のであれば、区はどの時点で、何が起きたら、ど

の施策をやめ、どこを是正するのか、区の見解を

伺います。 

  また、万一、治安、学力、健康、貧困の連鎖を

悪化させる結果となった場合、区民に対し、どの

ような形で政治的、行政的責任を取るのか、併せ

て区長に伺います。 

  以上で質問を終わらせていただきます。御清聴

誠にありがとうございました。 

○ただ太郎議長 区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○区長 加地まさなお議員の代表質問のうち、私か

らは、やりたいことを実現するための財源確保に

向けた新年度予算編成における区の基本認識と持

続可能な財政運営への取組についての御質問にお

答えをいたします。 

  まず基本認識でございますが、新年度予算編成

について、全庁へ通達した行財政運営方針の中に

明らかにしてございます。 

  ３点ございます。既存事業の見直し、過去の執

行率を踏まえた適正な事業費の積算、新規拡充事

業については事業の目的、必要性を明確にするこ

と、その上で、目標到達点及び効果検証を行うこ

とを基本方針として予算編成を行っております。 

  次に、自主財源の確保に向けた取組についてで

ございますけれども、これまでもエリアデザイン

等、または災害対策、災害に強いまちづくりなど

を通じて、一定の★★のある区民の呼び込みに注

力してまいりました。これによりまして、区民税

も過去最高という状況でもございますので、これ

は今後も、この方向性は堅持していきたいと思っ

ております。 

  また、呼び込んだ方々に、区民税をはじめとす

る４公金、収納率、きちっと向上に向けた取組を

強化をしていくことはもちろんのこと、職員が事

務事業評価や補助金執行率状況などによる見直し

を徹底いたしまして、更なる自主財源の確保に取

り組んでまいります。 

  また、昨日も御答弁した国によります財政改正

論議において、これまで対象となってこなかった

固定資産税が狙われているという状況につきまし

ては、２３区を挙げて、絶対反対という形で対応

してまいります。 

  これらの取組により、必要な財源を確保し、区

民の安心と活力の好循環を生み出していきたいと

考えておりますが、この安心と活力、好循環をど

のように生み出すのかという質問の文にもござい

ました、これをそれぞれ別々に考えるのではなく

て、安心、例えば産みやすい、生活しやすい、足

立区だからこそ様々なやりたいことが叶っていく

といった安心があるからこそ、また足立区を選ん

でくださる、区民の方が増えていく、それによっ

て活力ということで、安心と活力を常に循環する、

別々に考えるのでなくて一体的に考えていくとい

う、区職員の意識の啓発ということも非常に重要

なことだと考えております。 

  他の御質問につきましては、参与より答弁させ

ていただきます。 

○政策経営部長 私からは、事務事業評価の質の向

上や財政部門による厳格な査定が、予算編成プロ

セスにおいて、各所管の意識改革や事業見直しに

もたらした効果についてお答えいたします。 

  令和８年度当初予算編成においては、各部にお

いて、事業実施状況の検証による事業内容や手法

の見直し、過去の執行率や入札差額など、実績を

踏まえた積算、この二つの視点で事業費の見直し

を行いました。 

  更に、財政課の査定においても、特に前年度予

算の執行率の低い事業に着目して、減額査定を行

うとともに、新規拡充事業については、事業実施
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による達成目標や効果検証方法の説明を所管に求

めました。これらの取組の結果として、約３０億

円の歳出削減につながったことは、各所管の意識

改革や事業見直しに一定の効果があったものと認

識しております。 

  次に、今回の歳出削減が単発的なものではなく、

行政評価システムの実効性が高まったことによる

成果であるのかについてお答えいたします。 

  本来、事務事業評価は、活動目標の達成度合い

などを図るために指標を設定し、分析、評価をし

た上で、歳出削減等の改善につなげていくための

ものです。しかしながら、財政課で全事務事業の

指標を点検したところ、４５．５％の事務事業で

単なる実施量にとどまる指標が設定されており、

効果的な分析、評価につながらず、事業改善が図

らない状態でありました。そのため、今回の歳出

削減が行政評価システムの実効性が高まったこと

による構造的な成果であると言えるまでには至っ

ていないと考えております。 

  現在、財政課が中心となり、各部と連携して、

令和８年度に向けて、成果に近い指標への見直し

などに取り組んでおります。単発的な対応で終わ

らせることなく、継続的にブラッシュアップする

ことで、行政評価システムの実効性を高め、更な

る事業費の削減に努めてまいります。 

  次に、データ分析や統計的手法をどのように政

策評価と事業改善につなげていくのかについてお

答えいたします。 

  区では、数字の証拠に基づく政策立案、いわゆ

るＥＢＰＭを推進しており、例えば、子どもが望

ましい生活習慣を身に付けると、逆境を乗り越え

る力を培えるという子どもの健康生活実態調査の

結果を基に、食育や歯磨きを推進するなど、全国

でも類を見ない取組を行ってきた実績があり、専

門家からも高い評価をいただいております。 

  一方で、データ分析等の専門知識を持つ人材の

育成確保が課題であり、職員のデータ利活用にお

ける心理的、技術的障壁の低減を図るため、ＡＩ

を活用して政策の進捗を可視化する政策ダッシュ

ボードの構築に向けた実証実験に着手いたしまし

た。 

  今後とも、データ分析の成果を的確に施策へ反

映させ、区民サービスの更なる向上に邁進してま

いります。 

  次に、外国人問題に関する御質問のうち、社会

統合の失敗事例への分析と政策反映についてお答

えいたします。 

  移民の増加に伴う社会的な摩擦は、一般的に言

語教育や生活文化などの要因が絡み合って発生す

るものと認識しております。現状、分析まではで

きておりませんが、まずは目の前にある課題解決

に向かって、外国人住民の増加を受けた社会的な

摩擦を未然に防ぐ観点から、正に２年の表明では

なく、予防的な政策判断として、令和７年９月に

庁内横断的なプロジェクトチームを立ち上げ、ス

ピード感を持って必要な施策の実施につなげてい

るところです。具体的に、言語教育面では、令和

８年４月から設置予定の竹の塚地区における日本

語学習ルームや外国にルーツを持つ子どもに対す

る学習支援の定員増に掛かる経費を予算案に計上

しております。また、生活文化面では、令和８年

３月を目途に、足立区で生活する上で最低限知っ

てもらいたいルール啓発のための多言語案内動画

を、転入時等に御覧いただけるよう準備を進める

など、地域住民の不安を払拭し、日本人と外国人

が地域社会の一員としてともに暮らしていくため

の取組を進めております。 

  次に、社会統合の許容限界、キャパシティや激

変緩和措置につきましては、区独自で具体的に設

定することは困難と認識しております。 
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  今後も国の動向や社会情勢を注視しながら、国

籍や文化などの違いを互いに認め、尊重し、とも

に支え合う多文化共生社会の実現に向けて、着実

に取組を進めていくことが重要と考えております。 

  次に、外国人住民の増加に伴う複合負荷の顕在

化に対する区の責任についてお答えいたします。 

  外国人住民の増加については、経済動向や国の

施策の影響によるところが大きく、区として、外

国人住民数を直接的にコントロールすることはで

きません。その上で、区が果たすべき責任は、治

安、教育、財政などの複合負荷を顕在化させない

ことにあると認識しております。 

  そのために必要な手だてを庁内横断的なプロジ

ェクトチームで検討した結果、外国にルーツを持

つ子どもに対する日本語学習支援の拡充や税、年

金制度、ごみ出しといった足立区で生活する上で

知ってもらいたいルールの周知啓発など、まずは

着手できるところから取り組んでいるところです。 

  今後は、それぞれの取組の進捗や効果も図りつ

つ、更にどのような策を講じていくべきか、引き

続き検討してまいります。 

  次に、多文化共生に関して、区民の安全、学力、

健康、貧困の連鎖対策の枠組みの中で、どの優先

順位で、どういった到達目標を持って取組、行政

評価を行うのか、区の基本方針についてお答えい

たします。 

  治安、学力、健康、貧困の連鎖は、区のマイナ

スイメージの要因となっているボトルネック的課

題であり、いずれも重要な区政課題であると認識

しておりますので、基本的には、特定の課題を優

先するのではなく、現状を把握した上で、その

時々において最も有効な施策を選択し、日本人、

外国人の区別なく実施をしているところです。 

  しかし、多文化共生の推進を図る上で、日本人

が外国人に対して抱いているイメージも含めた不

安感の払拭や日本で生活するために最低限必要な

レベルの日本語の習得が欠かせないことから、強

いて挙げるとすれば、治安や学力の優先度が高く

なるものと考えております。 

  到達目標の設定やその評価方法につきましては、

令和８年度に予定している他文化共生推進計画の

改定作業と併せて検討してまいります。 

  次に、外国人住民比率の上限を設けない場合の

代替となるキャパシティ管理の客観的指標につい

てお答えいたします。 

  キャパシティ管理の客観的指標を設けた際に、

指標を超えたことをもって、外国人住民に対する

制限を加えることは、一自治体では現実的に困難

であることから、客観的な指標の設定、定期公表、

早期警戒、是正等を行う考えはございません。 

  しかし、外国人住民の増加に伴う教育や福祉な

ど、各現場や窓口への影響を客観的に把握するこ

とは、持続可能な行政サービスを提供する上で必

要なことと認識しております。常に各現場の状況

を把握した上で、例えば日本語の指導が必要な子

どもの増加を受けて、日本語学習ルームの増設を

行うなど、庁内横断的なプロジェクトチームを中

心に、政策経営部で全体の進捗や過不足に目配り

しつつ、外国人住民の増加とそのニーズへの対応

として必要な施策に取り組んでおります。 

  次に、外国人支援施策に関するアウトカムと社

会的コストを抑制する費用対効果についてお答え

いたします。 

  御質問の外国人支援策に要した支出は、日本語

学習支援や多言語による相談体制の充実などを通

じて、外国人住民の社会適応を後押しすることで、

言語や文化の違いから生じる摩擦や孤立を防ぐ効

果が得られるものと考えております。 

  社会的コストを抑制する費用対効果につきまし

ては、課題に対する対応策が必ずしも一対一の対



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

３０ 

 

応ではない場合もあるため、金額的な算出は困難

ですが、区といたしましては、言語、文化への理

解を基に、公共サービスの適正利用を促し、ごみ

出しをはじめとするトラブル発生の抑制や外国人

住民の地域社会への参画状況など、日本人住民を

含めた全ての区民が安心して生活できる環境の創

出に努めるとともに、その達成状況を図るために、

どのような目安や目標の設定が可能か、こちらも

多文化共生推進計画の改定作業と併せて検討して

まいります。 

○衛生部長 私からは、高齢者等予防接種の重症化

予防とＱＯＬの向上についての御質問のうち、ま

ず、新型コロナウイルスワクチン接種事業におい

て、厳格な執行率の精査が行われず、当初予算か

ら外した補正予算での計上という例外的な措置が

取られているのはなぜかについてですが、当初予

算に計上することを検討いたしましたが、新型コ

ロナウイルスワクチン接種は３月３１日まで実施

しているため、厳格な執行率の精査が行えるよう、

その実績見込みが立った段階で、補正予算で計上

することが妥当であると庁内で判断いたしました。

つきましては、令和７年度の接種者数の見込みが

立った段階で、執行率の精査を行い、令和８年第

２回定例会の補正予算で計上してまいります。ま

た、その前段として、令和８年４月閉会中の厚生

委員会において、接種率などを御報告できるよう

準備してまいります。 

  次に、区が自己負担額導入を見送った科学的、

財政的な根拠についてですが、これまでも高齢者

向けのインフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹、新

型コロナウイルスワクチンの予防接種を希望する

方が費用面を理由に諦めることなく接種を受けら

れるよう、自己負担額を無料としてまいりました。

また、複数の会派からも、引き続き無料とするこ

とについて御要望をいただいております。区とし

ても、ワクチン接種により重症化を予防すること

は、医療費と生活の質の両方に対して投資的効果

があると考えております。 

  科学的根拠としましては、日本感染症学会、日

本呼吸器学会、日本ワクチン学会の３学会が昨年

９月１日に示した見解では、２０２４年の全国の

新型コロナウイルス感染症による死亡者数は、イ

ンフルエンザの死亡者数の約１３倍となっており、

重症化リスクはインフルエンザと同等か、それ以

上と公表しております。また、国は同ワクチン接

種の有無で、入院予防効果を比較したところ、ワ

クチン接種者は被接種者に比べ、入院予防効果が

６３．２％高かったと報告しております。 

  以上の点から、自己負担額を引き続き無料とす

る方針を案として検討してまいります。 

  次に、客観的リスクの増大が認められない事業

に対し、依然として全額公費負担を継続すること

は適切と言えるのかについてですが、先ほどの３

学会が公表した見解のほか、国では、新型コロナ

ウイルスの死亡者は、令和６年において３万５，

８６５人おり、そのうちの９７％が６５歳以上の

高齢者であったと報告しております。 

  現在主流のウイルス株ＮＢ．１．８．１は、以

前のウイルスＪＮ．１と比較して、病原性には変

化がないとされていますが、感染性は高くなって

おり、免疫逃避性も僅かに高くなっているという

情報もございます。これらの新型コロナウイルス

の特徴を踏まえた上で、区民を守るためには、引

き続き、定期接種の対象者である６５歳以上の高

齢者等に対して、全額公費負担の継続を検討する

ことが適切であると考えております。 

  次に、全ワクチンの接種率の公表を前に、実績

の精査を避け、議論を補正予算へと先送りする手

法はＥＢＰＭを重視した事業になっているのかに

ついてですが、区では、毎年９月に前年度の全ワ
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クチンの接種率などを衛生部の事業概要の中で公

表しております。 

  そうした実績を見て精査をするためには、新型

コロナワクチンについては、接種時期が１０月か

ら翌年３月までと短期間であるため、当初予算を

固める１月の時点では、まだ半分の３か月しかた

っておらず、動向が確認できません。そこで、当

初予算で審議するのではなく、直近の接種率など

の実績を令和８年４月閉会中の厚生委員会におい

て報告した上で、令和８年第２回定例会の補正予

算での計上ができるよう進めることとしました。 

  また、今年度の接種率を分析した上で、補正予

算など、公費投入の妥当性を検証すべきについて

ですが、新型コロナウイルスワクチン接種がより

ＥＢＰＭを重視した事業とするため、公費投入の

妥当性が検討できるよう、令和８年４月閉会中の

厚生委員会において、新型コロナウイルスワクチ

ンの接種率等の実績を報告してまいります。 

○総務部長 私からは、まず、統計関連資格を保有

する職員の把握状況などについてお答えいたしま

す。 

  資格保有情報は、職員から人事課への届出制で

あり、十分な把握や活用はできておりませんでし

た。また、区として、ＥＢＰＭの取組実績はある

ものの、職員のスキルを政策立案業務等に活用す

る仕組みの構築については、道半ばでございます。 

  しかしながら、その重要性は認識していたこと

から、今年度より職員の資格などの人材情報を収

集し、一括管理するタレントマネジメントシステ

ムを導入しました。 

  今後は、本システムによる人材情報の活用方法

を職員へ丁寧に案内し、資格情報の届出について

積極的に周知するとともに、職員のスキルを政策

立案業務等に活用するよう努めてまいります。 

  次に、職員が専門性を高めながら働くことがで

きる職場環境についてお答えいたします。 

  職員が専門性を高めながら働くことができる職

場環境は、学びへの意欲や仕事へのやりがいの向

上につながり、自治体としての魅力づくりや人材

確保に寄与するものであると考えております。 

  次に、資格取得や専門性の向上を人事評価やキ

ャリア形成に適切に反映させる仕組みについて、

現在の検討状況と今後の方向性についてお答えい

たします。 

  新たに導入したタレントマネジメントシステム

は、職員が自己啓発等で得た知識やスキルをこれ

まで以上に人事異動、人事評価、キャリア形成に

適切に反映させる仕組みとして有効であると考え

ております。 

  今後は、このシステムを最大限活用しながら、

職員の力を十分に発揮できる職場環境の構築を進

めてまいります。 

  次に、自己啓発助成制度並びに複線型人事制度

の伝え方についてお答えいたします。 

  両制度ともに、文書配信並びに職員掲示板、集

合研修時のチラシ配布などにより、定期的に周知

しております。しかしながら、複線型人事制度に

つきましては、職員から制度名称を含め、内容が

分かりにくいとの意見もございます。そのため、

各制度の周知方法や制度名称、特に複線型人事制

度の名称につきましては、職員に、より浸透して

いくような工夫を進めてまいります。 

○地域のちから推進部長 私からは、まず、アンコ

ンシャス・バイアス解消の啓発が事実上の思想統

制を招くのではないかという御意見に対する区の

認識についてお答えいたします。 

  政府は、アンコンシャス・バイアス解消に向け

て、政府広報オンラインでの特集ページの公開、

普及啓発動画の制作などの取組を進めており、区

といたしましても、同様な普及啓発活動は必要で
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あると認識しております。 

  また、現在の区の取組は、あくまで気付きを促

すものであり、特定の考えの強要や思想統制を招

く恐れがあるとは考えておりません。 

  次に、身体的苦痛を伴う装置の利用や特定の価

値観への同調を強いるような体験型研修について

ですが、区では、生理痛の疑似体験を目的とした

男性職員対象の体験型研修は行っておりません。 

  一方、各保健センターでは出産を控えたカップ

ルを対象としたファミリー学級において、希望者

の男性に妊婦体験をしていただいておりますが、

あくまでも御本人の了承のもとで実施されるもの

であり、特定の価値観への同調を強いるような体

験ではございません。 

  御質問のとおり、強制的な体験や心理的圧迫を

与えるような啓発手法は行うべきではないと考え

ております。 

  次に、行政の役割は異なる価値観を持つ者同士

が互いの自由を尊重し合える環境を守るべきとい

う御意見に対する区の見解ですが、我々も異なる

価値観を持つ者同士でも尊重し合える社会をつく

ることが行政の役割だと考えます。 

  なお、あだち公的表現ガイドは、区民に押し付

けるものではなく、区が発信する際に、固定概念

に基づいたものになっていないか、ジェンダー表

現に問題ないかなどを考えるための職員向けのガ

イドラインとして位置付けております。区民の皆

様にも情報発信の際に参考にしていただきたく、

区ホームページにも掲出しております。 

  次に、外国人住民への日本語習得支援と生活ル

ール理解における目標設定についてお答えいたし

ます。 

  令和７年度に実施した意識調査の結果を踏まえ、

令和８年度に多文化共生推進計画を改定する中で、

御提案の到達基準などの視点を取り入れ、客観的

な成果指標と目標時期について検討し、区民の皆

様に御説明できるよう努めてまいります。 

  次に、どの時点で何が起きたら、どの施策を止

め、どこを是正するのかという御質問についてで

すが、区が果たすべき責任は、まずは地域の分断

や混乱を起こさせないよう必要な手だてを講じ、

日常の取組として進めていくことと考えておりま

す。その上で、治安や教育環境など、地域社会の

秩序が損なわれるおそれがある時点においては、

その原因を精査した上で、既存事業の見直しや中

止など、是正に向けた措置を講じてまいります。 

  また、区民に対して、どのような形で政治的、

行政的責任を取るのかという御質問についてです

が、繰り返しにはなりますが、区が果たすべき責

任は治安、学力、健康、貧困の連鎖が多文化共生

により悪影響を受けぬよう、必要な手だてを講じ、

日常の取組として進めていくことと考えておりま

す。 

○建築室長 私からは、現行の開発事業の指導や規

制に関する条例等が生活習慣の異なる集団に対し

ても、実効性を持って機能していると考えている

かとの御質問にお答えします。 

  区の条例等は、特定の文化や宗教にかかわらず、

全ての開発事業者等を対象としており、良好な近

隣関係を保持し、健全な生活環境を確保すること

を目的としております。具体的には、一定以上の

規模を有する施設を建設する事業者に対し、建築

計画を周知する標識の設置や近隣住民への説明会

の開催などを義務付けておりますが、現行の条例

等では、大規模な拠点となる集会施設は規制対象

となっておらず、区の指導が実効性を持って機能

しているとは言えない状況にあります。このため、

大規模な拠点となる集会施設を条例等の規制対象

とすべきかについて、令和８年度上半期を目途に

検討を進めてまいります。 
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  次に、外国人関連施設の設置を制限、あるいは

厳格に管理する独自の設置基準、ガイドラインの

策定を検討すべきについてですが、区の規制指導

は、施設の用途を定め行うことが原則でございま

すので、特定の文化や宗教を限定して規制の対象

とすることは不適切であると考えております。 

  なお、騒音や駐車問題などの個別課題に対して

は、関係機関と連携して対応を進めてまいります。 

○加地まさなお議員 １点、私が聞き漏らしかもし

れませんが、アンコンシャス・バイアス、無意識

の偏見のところの（２）番のところで、また、心

理的圧迫を与えるような啓発手法は、思想、信条

の自由を尊重する観点から一切行うべきではない

と考えますがというところにお答えしていただけ

たのかなというところをもう１回確認させてくだ

さい。よろしくお願いします。 

○地域のちから推進部長 加地まさなお議員の再質

問にお答えいたします。 

  ただいま御質問にありました、我々の方として

も心理的圧迫を与えるような啓発は行うべきでは

ないというふうに考えております。 

○ただ太郎議長 この際、議事の都合により暫時休

憩いたします。再開は午後３時３５分といたしま

す。 

午後３時１３分休憩 

午後３時３５分再開 

○くぼた美幸副議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

  ７番川村みこと議員。 

［川村みこと議員登壇］ 

○川村みこと議員 都民ファースト・無所属の会の

川村みことです。会派を代表し、質問いたします。

執行機関の皆様におかれましては、前向きな答弁

をお願いいたします。 

  初めに、区長の政治姿勢について伺います。 

  令和７年８月に実施した足立区政に関する世論

調査において、区政に対する満足度は８０.２％

となり、過去最高を更新しました。これは、日々、

区民の声に耳を傾け、区民に求められている施策

を着実に進めてきた結果であると考えます。 

  この結果について、区長はどのように受け止め

ていらっしゃいますでしょうか。 

  また、今後、更に区政満足度を高めていくため、

どのような決意で区政運営に取り組んでいくので

しょうか。区長の見解をお伺いいたします。 

  次に、「やりたいことが叶うまち」の実現に向

けて伺います。 

  区は令和８年度予算のタイトルに、「やりたい

ことが叶うまち、まずは安心、活力の土台づくり」

と掲げました。入学準備金の給付や教材費の無償

化をはじめ、全ての子どもたちが等しく学べる環

境づくりを着実に進めてきたほか、あやセンター

ぐるぐるは地域の人々に浸透し、更に４月には、

たけのつカー＆パークの開設も予定されています。

こうした取組は、区民一人一人のやりたいことを

後押しする基盤づくりとして高く評価できるもの

です。 

  これらの成果を踏まえ、「やりたいことが叶う

まち」の実現に向けて、今後、区としてどのよう

な施策を展開していくのでしょうか。区長の見解

をお伺いいたします。 

  ２点目に、ＳＤＧｓ推進に関する取組について

質問します。 

  初めに、ぐるぐる博の開催について伺います。 

  昨年１１月に北綾瀬エリアで初めて開催された

ぐるぐる博は、出店数が前年の４４ブースから８

５ブースへと大幅に増加し、来場者数も約５，５

００人から約７，０００人へと増えるなど、非常

に盛況なイベントとなりました。 

  区からは、本年の開催について会場綾瀬駅前の
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ハト広場とし、ブース数については会場に入り切

れないことから、２日間の入替え制を検討してい

るとの説明がこれまでなされてきました。しかし、

その後検討を進めた結果、入替え制については運

営上の課題もあると聞いています。仮に入替え制

が実現しなかった場合、出店可能数が大幅に減少

し、出店を希望している方が諦めざるを得ない状

況となることが懸念されます。 

  こうした事態を避けるためにも、綾瀬駅から東

京武道館までの歩道空間の活用や引き続き北綾瀬

駅前のしょうぶ沼公園を会場とするなど、出店数

を維持、確保できる開催方法を検討すべきと考え

ますが、区の見解を伺います。 

  次に、ぐるぐるＫＩＯＳＫについて伺います。 

  やってみたいの実現者たちが次のステップに進

むために集い、自分たちの手でつくり上げて開催

するマルシェイベントであるぐるぐるＫＩＯＳＫ

が昨年１１月に初めて開催されました。デフリン

ピック関連イベントと同日開催であったこともあ

り、約５００人の来場者が訪れるなど、大変なに

ぎわいを見せ、区内における新たなチャレンジの

場として高く評価できる取組です。 

  区は令和８年度中に６回の開催を目標としてい

ますが、いずれも綾瀬駅前交通広場での開催が予

定されているとのことです。 

  一方、昨年１１月の開催においては、デフリン

ピック関連イベント相互に行き来する来場者も多

く見られ、複数のイベントを同時開催することに

よる相乗効果も確認できました。こうした実績を

踏まえ、ぐるぐるＫＩＯＳＫを一つのパッケージ

として位置付け、例えば梅まつりなど、既存のイ

ベントと同時開催することや土地柄イベントの開

催機会が少ないエリアにある区立公園等で開催す

ることも検討し、イベントの更なる充実と集客力

向上、やってみたいの輪を区内各地に広げられる

形へとアップデートしていくべきではないでしょ

うか。区の見解を伺います。 

  次に、再資源化の促進について伺います。 

  令和７年第２回定例会における我が会派の代表

質問において、再資源化の促進の観点から、古

布・古着の回収の拡大を要望したところ、昨年１

０月の区民まつりにおいて試験的にイベントでの

回収が実施されました。その結果、２日で約１１

０キログラムが回収されるなど、一定の効果が得

られたものと考えます。この結果からも、古布・

古着については、区民の間に再資源化への意識や

排出ニーズが一定程度存在していることがうかが

えます。 

  区としても、これらを燃やすごみとして排出す

るのではなく、不用品リユース事業「おいくら」

や資源買取市など、再資源化につながる形で排出

してもらえるよう、引き続き区民に呼び掛けてい

く必要があるのではないでしょうか。 

  また、こうした取組を一過性のものに終わらせ

ることなく、再資源化の推進とごみの減量を図る

ためにも、区民まつりや千本桜まつりをはじめと

する各種イベント等において、古布・古着の回収

を今後も継続的に実施していくべきではないかと

考えますが、区の見解を伺います。 

  ３点目に、安全安心に暮らせる環境の整備につ

いて質問します。 

  初めに、ＡＥＤの利用環境の整備について伺い

ます。 

  区民の生命を守るためには、いざというときに

ＡＥＤを速やかに利用できる環境を整備すること

が極めて重要です。地域を隅々まで走行している

青色防犯パトロールカー、通称青パトは、当然、

事故や急病人などが緊急事態に遭遇、あるいは巻

き込まれる可能性も高いと考えます。昨年１１月、

区役所前で発生した事故では、青パトが実際に事
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故に巻き込まれました。 

  現在、区内４警察署管内を２４時間３６５日運

行している４台については、既にＡＥＤが積載さ

れていますが、今後、町会・自治会が運行してい

る１２台にもＡＥＤを積載することで、地域全体

の救命体制を更に強化してはいかがでしょうか。 

  また、ＡＥＤを確実に活用できるよう、青パト

の乗務員が救命講習を受講し、適切な知識と技能

を習得する機会を設けるべきではないでしょうか。 

  更にＡＥＤの利用環境を一層充実させるため、

コンビニエンスストアやスーパーマーケットなど、

区民が日常的に利用する施設への設置についても、

関係事業者と連携しながら、より一層進めていく

べきと考えますが、区の見解を伺います。 

  次に、街区表示盤の整備について伺います。 

  街区表示盤は緊急時の通報や災害時における場

所の特定などに重要な役割を担っており、その設

置は住居表示に関する法律に基づき行われていま

す。 

  しかしながら、長期間貼り替えが行われないこ

とにより、破損して通行の際に危険が生じている

ものや印字が消え、読み取りづらくなっているも

のが多いとの声が寄せられています。 

  区では委託により貼り替え作業を行っています

が、令和６年度は新田１丁目、新田２丁目、令和

７年度は新田３丁目が対象であり、このペースで

は区内全域を一巡するのに長い年月を要すること

となります。また、通報を受けたものについては

随時対応していますが、令和７年度の４月から１

２月までの貼り替え実績は２０件にとどまってお

り、多くの街区表示盤が耐用年数とされる２０年

を超えたまま使用されている状況です。板橋区や

北区では区内を１０の地域に分け、１０年で１度

は更新できるよう計画的な張り替えを行っていま

す。 

  緊急時や災害に強いまちづくりを進めるために、

足立区においても、計画的かつ定期的に街区表示

盤の貼り替えを進めるべきと考えますが、区の見

解を伺います。 

  ４点目に、安心して産み育てられる環境の整備

について質問します。 

  初めに、産後ケアの拡充について伺います。 

  区の産後ケア事業は、制度の拡充や利用環境の

改善が重ねられ、年々利便性が高まっており、高

く評価できる取組です。 

  一方、現在実施されている４種類の産後ケアの

うち、比較的利用しやすい費用設定で、回数制限

がなく、産後５か月を経過しても利用できるのは

デイサービス型のみです。しかし、その設置場所

は梅島に限られており、区東部地域に在住する利

用希望者からは、距離的な理由により利用が難し

いとの声が寄せられています。 

  こうした地域的な偏りを解消し、産後ケアを必

要とする全ての区民が等しく支援を受けられる環

境を整えるためにも、区東部地域におけるデイサ

ービス型産後ケア施設の設置を検討してはどうか、

区の見解を伺います。 

  次に、本庁舎における赤ちゃん休憩室の整備に

ついて伺います。 

  区では中央館１階に赤ちゃん休憩室を設置して

いますが、利用者からは使いづらいとの声が寄せ

られています。まず、ミルク用のお湯について、

蛇口から直接給湯する方式となっているため、哺

乳瓶を持った状態では目盛りが確認しづらい状況

です。加えて、給湯温度は高温である一方、温度

表示もなく、哺乳瓶を持ったまま熱湯を注ぐ必要

があることから、安全性や使いやすさの面で課題

があります。 

  近年では、多くの自治体庁舎や商業施設におい

て、温度表示があり、ボタン操作で給湯できる調
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乳用温水器の設置が進んでいます。 

  区においても、より安心して利用できる環境を

整えるため、調乳用温水器を設置すべきではない

でしょうか。 

  また、人口規模が近い自治体を見ると、大田区

や板橋区では２か所、練馬区では３か所の授乳室

が整備されています。こうした状況を踏まえ、ま

ずは赤ちゃん休憩室や授乳室の利用状況、利用者

の声を調査すべきではないでしょうか。 

  また、その結果を踏まえ、必要に応じて野田市

が設置しているような補助的な授乳スペースの設

置などを検討し、より利用しやすい環境の整備を

進めてはどうかと考えますが、区の見解を伺いま

す。 

  次に、保育施設利用申込みの利便性向上につい

て伺います。 

  保育園の利用調整結果については、北区ではア

プリを活用し、オンラインで通知しています。保

育施設の利用者はスマートフォン等の操作に慣れ

ている方が多いことから、利用者の利便性向上に

加え、全庁的なオンライン通知促進の施行という

意味においても、保育園利用調整結果のオンライ

ン通知を導入してはいかがでしょうか。 

  また、利用調整結果の通知時期について、足立

区では例年２月上旬から中旬頃となっており、本

年は２月１０日頃でした。しかし、近隣自治体と

比較すると通知時期が遅く、もう少し早めてほし

いとの声が寄せられています。保護者にとっては

勤務先との調整や衣類等の必要物品の準備、また、

子ども本人及び保護者の精神的な準備期間も必要

であり、入園まで約１か月半という期間は短いと

感じられるのが実情です。実際に近隣自治体では、

葛飾区が１月下旬、荒川区及び人口規模が同程度

の大田区でも１月末に結果通知を行っています。 

  足立区においても利用調整結果の通知時期の前

倒しを検討してはいかがでしょうか。 

  更に、近隣自治体の多くが２次募集を実施して

いる一方で、足立区では２次募集を行っておらず、

不便であるとの声が聞かれています。 

  保護者の選択肢を広げるためにも、他区と同様

に、２次募集を実施してはどうかと考えますが、

見解を伺います。 

  次に、１８歳の壁について伺います。 

  障がいのある子どもが１８歳で特別支援学校を

卒業すると、これまで利用できていた支援が受け

られなくなる、いわゆる１８歳の壁が障がい当事

者やその保護者の前に立ちはだかります。１８歳

までは、放課後等デイサービスを利用することで、

放課後から夕方まで安心して過ごすことが可能で

したが、卒業後は生活介護事業所や就労継続支援

事業所など、日中活動の場へと移行することにな

ります。しかし、これらの事業所の多くは１５時

から十五、六時頃に活動が終了してしまい、その

後の時間帯に安心して過ごせる居場所が確保でき

ないという課題が生じています。特に、医療的ケ

アを必要とする障がい者を受け入れることができ

る事業所は全体の２割に満たない状況であり、夕

方以降の居場所不足は極めて深刻であると認識し

ています。その結果、保護者が仕事を早退、退職

せざるを得ないケースや家庭への過度な負担が生

じているとの声も多く寄せられています。 

  こうした状況を踏まえ、日中活動を終える１５

時以降から保護者が帰宅する１８時から１９時頃

までの時間帯について、生活介護事業所等が開所

時間を延長した場合に、足立区として補助を行い、

夕方以降も障がい者が安心して過ごせる居場所を

確保する仕組みを構築すべきと考えます。 

  １８歳の壁による夕方以降の居場所不足という

課題について、区はどのように認識していますで

しょうか。 
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  また、生活介護事業所等の開所時間延長に対す

る補助など、東京都の制度を活用しながら足立区

も支援策を実施すべきと考えますが、区の見解を

伺います。 

  ５点目に、子どもたちの学習、成長環境の整備

について質問します。 

  初めに、登下校時の暑さ対策の強化について伺

います。 

  年々厳しさを増す暑さへの対応として、登下校

時における日傘やネッククーラー、ネックシェー

ドなどの暑さ対策グッズを使用させたいという声

が保護者から多く寄せられています。一方で、こ

れらの使用に関するルールは学校ごとに定めるこ

ととされているため、保護者からは、どこまで認

められているのか分かりづらい、学校によって対

応が異なるといった声も届いています。こうした

状況では、ルールが分からないことを理由に、必

要な暑さ対策が取れない子どもが生じかねません。 

  子どもたちの健康と安全を守る観点からも、日

傘やネッククーラー等の使用について、区として

基本的な考え方や共通ルールを示すべきではない

でしょうか。 

  また、併せて使用上の留意点やおすすめの暑さ

対策方法などをチラシや区のホームページ等を通

じて分かりやすく周知し、保護者や児童・生徒の

理解を広げていくべきと考えますが、区の見解を

伺います。 

  次に、夏の体育館活用について伺います。 

  我が会派では、令和８年度の予算要望において、

夏休み期間中における子どもの居場所の確保を特

に強く要望する重点項目の一つとして位置付けま

した。 

  夏休み期間中は猛暑の影響により公園等の屋外

空間が利用しづらくなり、小学生が十分に遊びや

運動を行う機会が失われ、健康面への影響も指摘

されています。こうした状況を踏まえると、特に

夏休み期間中の小学生を対象に、安心して遊び、

運動できる屋内の居場所を確保することが重要で

あると考えます。 

  足立区においては、幼児期の子どもたちが夏の

暑い時期にも遊べるよう、区役所庁舎の開放や地

域体育館の子ども利用料の無償化など、先進的な

取組を進めており、地域の保護者から感謝の声が

寄せられていることは高く評価しています。 

  一方で、更なる子どもたちの健やかな成長環境

を整備する観点から、小学生が利用できる学校施

設、とりわけ学校体育館の活用についても段階的

に検討を進める必要があると考えます。 

  令和８年度から学童保育室と放課後子ども教室

の運営を一体化するモデル校３校においては、先

行的な取組として、都の補助も活用しながら、夏

休み期間中に学校体育館を活用できる体制を整備

すべきと考えますが、これらモデル校を活用した

段階的な実施について、区の見解を伺います。 

  次に、学童支援員の家賃補助について伺います。 

  区では、学童保育室の待機児童解消に向けて、

施設整備や運営手法の工夫など、様々な取組を進

めていると認識しています。また、これまでの質

疑を通じて繰り返し指摘してきたとおり、東京都

の認証制度等を活用し、学童保育の受皿を拡充す

る量の確保と併せて、子どもたちが安心して過ご

せる居場所としての質の向上をさせていくことは、

喫緊の課題であると考えます。 

  その中でも、学童クラブで働く従事者の処遇に

ついては、子どもたちの安全を見守るという高い

責任とリスクを伴う業務であるにもかかわらず、

報酬水準が平均年収を下回るケースも多く、人材

確保や定着の面で課題があると認識しています。 

  こうした状況を踏まえ、東京都では、保育分野

において、待機児童解消を大きく進めた際と同様
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に、人材確保と定着を図る処遇改善策の一つとし

て、学童クラブ従事職員宿舎借り上げ支援事業を

本年４月から開始することとしています。 

  足立区としても、この東京都の制度を積極的に

活用し、学童クラブ従事者の処遇改善を図ること

が、学童保育の質の向上、ひいては待機児童解消

の持続性につながると考えますが、本制度の活用

に向けた区の認識と今後の対応について見解を伺

います。 

  次に、学校統廃合について伺います。 

  現在、竹の塚地区及び花畑地区において個別計

画案が策定され、竹の塚地区では先日説明会も実

施されました。一方で、当該地域の住民であって

も計画の存在自体を知らないという方もまだ多く、

必ずしも計画が十分に浸透しているとは言えない

状況です。 

  統廃合は検討から決定、工事に至るまで、長期

間を要するものであり、現在、保育園や幼稚園に

通っている子どもたちやその保護者にとっても、

近い将来に直接関係する重要な計画です。実際に、

学校が近いことを理由に住宅を購入した、学校選

択制はあるが最も近い学校に通わせる予定であり、

他校との比較は行っていないという家庭も少なく

ありません。計画が大きく進んだ段階で知ること

になれば、その後の進路選択や生活設計にも影響

を及ぼしかねません。また、卒業生や地域住民に

とっても知らない間に母校がなくなっていた、あ

るいは災害時の避難場所として想定していた学校

が変更される可能性があるとなれば、混乱を招く

恐れがあります。こうした点からも、統廃合の計

画については、できるだけ早い段階からより多く

の区民に周知し、検討状況を共有していくことが

重要です。 

  今後は、説明会に限らず、ＳＮＳや区の広報媒

体、ポスティング、幼稚園、保育園を通じたチラ

シ配布など、様々な手法を活用し、計画に関する

情報発信と周知をより一層強化すべきではないで

しょうか。区の見解を伺います。 

  ６点目に、若者支援について伺います。 

  初めに、二十歳の集いの充実について伺います。 

  昨年の予算特別委員会において、フォトスポッ

トの設置をはじめとした二十歳の集いの更なる充

実について提案し、本年１月に実現しました。会

場では多くの若者がフォトスポットを利用し、記

念写真を撮影する姿が見られました。人生の節目

となる大切な思い出づくりにつながったものと考

え、区の取組に対し、感謝を申し上げます。 

  この取組は参加者からの評価も高く、来年度以

降も継続して実施する意義があると考えますが、

今後の継続について、区の見解を伺います。 

  また、特に人気の高かったフォトパネルについ

ては、５０人以上の列ができる時間帯もあり、長

時間の待ち時間が発生していました。来年度に向

けては、参加者の満足度向上と混雑緩和の観点か

ら、フォトパネルの増設についても検討してはど

うかと考えますが、区の見解を伺います。 

  次に、子ども・若者の居場所について伺います。 

  現在、区のホームページには、子ども・若者の

自由な居場所として、区内施設の一覧が掲載され

ています。しかし、若者からは、区の施設に無料

で利用できるフリースペースがあることを知らな

かったという声が多く寄せられており、情報が十

分に届いているとは言いがたい状況です。 

  一覧を掲載するだけでなく、各スペースの写真

を掲載することや利用目的別、年齢別に検索でき

る仕組みとすること、更にリストをマップ化し、

自宅周辺から近くの施設を探せるようにするなど、

より分かりやすく掲載すべきではないでしょうか。 

  また、区内には、時間帯によって購入等を必須

とせず、フリースペースとして開放しているスー
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パーマーケットや飲食店などの民間施設も存在し

ています。 

  こうした事業者に協力を呼び掛け、「（仮称）

あだち居場所づくり協力店」として、登録、周知

する仕組みを構築し、子ども、若者を支える居場

所の場を区内全体に広げていくべきではないでし

ょうか。 

  これは、若者の居場所確保につながるだけでな

く、協力店舗の認知度向上や来店動機の創出にも

なり、区内経済の活性化にも寄与すると考えます

が、区の見解を伺います。 

  ７点目に、区内交通の充実について質問します。 

  初めに、花畑地区の地域内交通、花畑ぐるりん

について伺います。 

  花畑ぐるりんは、多くの区民に利用されている

地域交通ですが、更なる利用促進を図るために、

停留所における利便性や安全性の向上が重要です。

利用者が多い停留所の一つであるベルクス前では、

買物後の荷物を持ったまま立って待たなければな

らない状況が続いており、特に高齢者からは、待

つのがつらいとの声が寄せられています。また、

一般的な路線バスの停留所とは異なり、日差しを

避ける施設がないことから、夏場の暑さや熱中症

を心配する声も上がっています。 

  こうした状況を踏まえ、特に利用者の多い停留

所については、ベンチの設置や遮熱塗装などの暑

さ対策を講じることで、待ち時間をより快適に過

ごせる環境整備に取り組むべきではないでしょう

か。 

  併せて、周辺の歩道が狭く、利用者が安全に待

機できない停留所も見受けられます。利用者の声

を丁寧に聞き取った上で、必要に応じて停留所の

移設等も含め、安全性向上に向けた検討を行うべ

きと考えますが、区の見解を伺います。 

  次に、北綾瀬駅周辺の駐輪場について伺います。 

  北綾瀬駅周辺の駐輪場については、特に平日に

おいて恒常的に満車状態が続いており、駐輪でき

ない利用者が周辺の公園等に自転車を放置してい

るという報告が相次いでいます。駅周辺の景観や

歩行者の安全確保の観点からも早急に対応すべき

課題であると考えます。 

  区では、令和９年１月に駅北側において約６０

０台分の駐輪場整備を予定していますが、今後の

大型マンションの建設予定などを考慮すると、駅

南側における駐輪場の不足は続くことが予想され

ます。例えば、区営北綾瀬南自転車駐車場におけ

る既存ラックの配置見直しや北綾瀬移送所の移転

等により駅南側における駐輪スペースを拡充する

余地があると考えます。 

  放置自転車の抑制及び利用者の利便性向上を図

るためにも、南側における駐輪場を増設すべきと

考えますが、区の見解を伺います。 

  ８点目に、区内各地のまちづくりについて質問

します。 

  初めに千住地域における下水道整備について伺

います。 

  千住地域においては、令和７年度末に千住関屋

ポンプ所が完成予定であり、大雨時の安全性が高

まると期待されています。しかし、千住関屋ポン

プ所の機能を十分に発現させるためには、大雨時

の雨水を千住関屋ポンプ所に流すための下水道整

備も重要です。 

  東京都がこれらの下水道工事を円滑に進められ

るよう区としても協力していくべきと考えますが、

いかがでしょうか。 

  また、現在、千住旭町付近における下水道工事

も予定されている中で、この地域は過去に事業者

の社宅など、一定規模の建物の建設があったため、

土壌内に残置物等で工事が遅れないように、改め

て東京都への事実確認等を行うべきと考えますが、
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区の見解を伺います。 

  次に、綾瀬駅西口のイメージアップについて伺

います。 

  区では、高架下謎解きウォークを実施するなど、

イメージアップのための取組を加速させており、

評価しています。こうした動きを一過性のものに

終わらせず、まちのプラスの変化を更に広げてい

くためには、日常的に目に触れる空間への工夫が

必要であると考えます。例えば、西口高架下のシ

ャッターや床面のアート導入、西口周辺歩道への

カラーアスファルト施工など、景観に配慮したデ

ザイン的な取組を進めることで、まちの印象をよ

り明るく魅力あるものにできるのではないでしょ

うか。 

  また、こうした取組を進めるに当たっては、デ

ザインやカラーについて区民による投票を実施す

るなど、区民が主体的にまちづくりに参画できる

仕組みを取り入れることも有効であると考えます。

綾瀬駅西口の更なるイメージアップと愛着醸成を

図るためにも、こうした区民参画型の取組を進め

たらどうかと考えますが、区の見解を伺います。 

  最後に、綾瀬、北綾瀬エリアの抱える課題につ

いて質問します。 

  初めに、治安向上について伺います。 

  最近、綾瀬警察署管内における刑法犯認知件数

が急増しています。令和７年１０月は前年同月比

で１３５件増、１１月は１５２件増となっており、

他の３警察署管内が減少または横ばいで推移して

いる中、綾瀬警察署管内のみが大幅な増加傾向を

示しています。区全体の刑法犯認知件数を減少さ

せていくためには、特に綾瀬地域に重点を置いた

対策を講じる必要があることは明らかです。 

  この中でも、刑法犯全体の約３分の１を占める

自転車盗対策が、区全体の件数減少に直結する重

要な鍵となっています。区では、綾瀬警察署管内

におけるパトロール件数の増加や駐輪場での鍵掛

けの呼び掛けなど、様々な対策を進めてきました

が、現在の急増状況を踏まえると、更なる対策の

強化が求められています。例えば、綾瀬警察署管

内で自転車等が急増していることを周知するタグ

やチラシを作成し、自転車への取付けや駐輪場出

入口での定期的な配布を行うことや、このエリア

に特化した自転車カギかけありがとうキャンペー

ンを実施するなど、綾瀬、北綾瀬エリア独自の取

組を行うべきと考えますが、区の見解を伺います。 

  次に、東綾瀬公園温水プールについて伺います。 

  プールをはじめとするスポーツ技能は、定期的

かつ継続的な練習によって向上するものです。特

に成長過程にある子どもにとっては、指導を受け

ても一定期間継続して取り組まなければ技能が定

着せず、週１回、あるいは少なくとも２週間に１

回程度の継続的な利用環境が極めて重要です。 

  しかしながら、東綾瀬公園温水プールについて

は、設備不具合等による休館が相次ぎ、定期的に

利用できないとの声が多数寄せられています。実

際、令和６年度は１０月から２月までの約５か月

間、令和７年度においても１０月から１月までの

約４か月間が休館となり、結果として、この２年

間３分の１以上の期間にわたり施設が利用できな

い状況が続いています。中期財政計画では、東綾

瀬公園温水プールの大規模改修について、令和９

年度に設計、令和１０年度に工事を実施する予定

とされていますが、先に大規模改修が計画されて

いた総合スポーツセンターにおいては、工事内容

の縮小や実施時期の後ろ倒しが行われることとな

りました。 

  定期的に利用できないことに対する区民の切実

な声が寄せられている現状を踏まえれば、東綾瀬

公園温水プールについては、計画を変更すること

なく、当初の予定どおり大規模改修を着実に進め
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るべきと考えますが、区の見解を伺います。 

  以上で私の質問を終わります。御清聴ありがと

うございました。 

○ただ太郎議長 区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○区長 川村みこと議員の代表質問のうち、私から

は、まず初めに、区政満足度が過去最高を更新し

た結果の受け止めと、今後、更にどのように高め

ていくのかという御質問にお答えをいたします。 

  毎年実施している世論調査の最上位の指標は、

区民の方々が足立区を誇りに思うという指標と位

置付けておりますので、この区政満足度というの

は誇りに影響力を非常に持っている指標として、

区としても重要視をしております。 

  ただ、私も含め、職員一同戒めなければいけな

いのは、この満足度はあくまでも結果であって、

目的にしてはいけないということだと考えており

ます。満足度を意識するあまり、厳しい改革がで

きないというようなことですとか、失敗を恐れて

新しいことに挑戦できないということになってし

まいますと、本末転倒になってしまうかと思いま

す。と言いましても、独善的に施策を進めるとい

うことではなくて、これまで以上に多様化してい

る区民の皆様方、業界も含めて、ニーズをきちっ

と受け止め、何を求められているかということの

精査は、アンテナを高く広く張って、今まで以上

に張っていく必要があると考えております。 

  また、時に厳しい対応をしていかなければなら

ないときにも、説明責任を果たして、全ての方々

に御理解いただけないまでも、丁寧な説明に努め

ていくという姿勢、この二つの姿勢についてはこ

れからも堅持していきたいと考えております。 

  次に、「やりたいことが叶うまち」の実現に向

けて今後の展開でございますけれども、まず一つ

は、今回の本会議に上程をしております、いわゆ

る認知症条例に合わせて、認めていただけました

らということになりますが、認知症施策の推進条

例の中で、今まで認知症の方々や、特に高齢の

方々がバリアと感じてきたこと、認知症を持って

やりたいことがかなわなかったというようなこと

を一つ一つ排除していく。こういった計画をつく

っていくことと、また、計画に関しましては、環

境基本計画ですとか地域経済活性化の基本計画も

喫緊に改定を予定をしておりますので、この計画

の中には今までなかったウェルビーイングという

考え方を落とし込んで、ウェルビーイングの醸成

につながる、やりたいことがかなうといったこと

を具体的に展開していくということの中で、計画

を刷新していき、やりたいことの実現につなげて

いくということでございます。 

  もう一つ、お子さんたちのこどもまんなか社会

を意識した子どものやりたいことが叶うまちの一

つの試みといたしまして、新年度４月から児童・

生徒に配布しておりますタブレットを使って、区

のホームページの方に、やりたいこと、様々なお

願い、思いを寄せていただける子ども版区民の声

というものも開設を予定をしておりますので、そ

うした新しい事業を通じて、やりたいことがかな

うということが実感できるまち足立区の実現を目

指してまいります。 

  他の御質問につきましては、参与より答弁させ

ていただきます。 

○あだち未来創造室長 私からは、まず、綾瀬エリ

アのぐるぐる博の今後の開催方法についてお答え

いたします。 

  令和８年度につきましては、昨年のしょうぶ沼

公園から東綾瀬公園ハト広場に戻り、２日間の入

替え制で開催するよう検討を進めてまいりました

が、会場設営が可能な事業者への相談の中で、備

品の入替えなど、当初の想定よりも作業が多く発



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

４２ 

 

生する可能性が明らかになりました。今後の詳細

検討の中で、ハト広場のみを使用した２日間の入

替え制とするか、ハト広場に加えて、東京武道館

までの通路も利用した１日開催とするか、しょう

ぶ沼公園で開催するかなど、可能な限りの出店希

望者の受入れと安全確保できる開催エリアや将来

的なイベント規模などを総合的に検討し、６月ま

でに改めて御報告いたします。 

  次に、ぐるぐるＫＩＯＳＫを区内に展開し、地

域イベントの更なる充実と集客力向上や、やって

みたいの輪を区内各地に広げられる形へとアップ

デートしていくべきとの御質問にお答えいたしま

す。 

  区といたしましても、ぐるぐるＫＩＯＳＫを一

つのパッケージとして、区内の他の会場に出店す

ることは、綾瀬駅東口駅前交通広場で実績を積ん

だ後の活動の広がりの一つとして考えられると認

識しております。 

  一方で、地域イベントには、町会・自治会や地

元の商店会など、地域の方々に様々な形で関わっ

ていただいておりますので、各イベントの関係者

の皆様のお考えや御意見を丁寧に伺いながら、双

方にメリットのある連携となるよう検討してまい

ります。 

  なお、イベントの開催機会が少ないエリアにあ

る区立公園などでの開催につきましては、関係所

管と課題などについて協議してまいります。 

  次に、子ども・若者の居場所についてお答えい

たします。 

  まず、居場所の情報を分かりやすく発信すべき

との御意見についてですが、現在、年間を通じた

区施設の居場所一覧に加えて、夏休み期間中には

体験講座及び区の施設利用料が無料となる事業な

どの情報をホームページに掲載しておりますが、

ＰＤＦ形式での一覧掲載が中心であり、改善が必

要と認識しております。 

  今後、関係所管と調整を図りながら、子ども、

若者が居場所や体験講座などの情報を探しやすく

なるよう夏休み前までに改善してまいります。 

  次に、子ども、若者を支える居場所の輪を区内

全体に広げていくことにつきましては、引き続き、

区の施設を有効活用していくことはもちろんです

が、地域や団体の協力なくして広げていくことは

できません。御提案の居場所づくり協力店は、一

つのアイデアであり、その協力関係が店舗の認知

度向上など、行政と民間のウィン・ウィンの関係

につながるものと考えます。 

  一方で、子ども、若者の居場所として、民間の

店舗など、区が登録、周知する場合には、利用条

件の明確化や責任の所在、安全確保などの課題が

あると考えます。まずは、それらの課題を整理し

つつ、他の自治体の事例などを情報収集しながら、

地域全体で子ども、若者の居場所を広げていく方

法の一つとして検討してまいります。 

○環境部長 私からは、古布・古着の回収に係る周

知と各種イベントを活用した再資源化の促進につ

いてお答えいたします。 

  古布・古着の回収については、区では直接回収

していないものの、昨年のあだち区民まつりＡ－

Ｆｅｓｔａ２０２５にて試験的に回収を実施した

ところ、２日間で約１１０キログラムの回収実績

となったため、一定の区民ニーズがあることが分

かりました。 

  そこで、不用品リユース事業「おいくら」や資

源買取市などについて、これまで以上に区ホーム

ページやＳＮＳを活用した情報発信を行うととも

に、今後も舎人公園千本桜まつりなど各種イベン

トで、古布・古着の継続的な回収を行うことで、

区民ニーズに応えるとともに、資源化を図ってま

いります。 
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○危機管理部長 私からは、ＡＥＤの利用環境整備

についてお答えいたします。 

  まず、町会・自治会が運行する青パトへのＡＥ

Ｄ積載及びパトロール実施者への救命講習の受講

につきましては、町会・自治会員を中心としたボ

ランティア単位の皆様に、これまでより負担をお

掛けすることから、まずは隊員の皆様の御意見を

伺ってまいります。 

  また、コンビニエンスストアなどへのＡＥＤ設

置につきましては、平成３０年に区内の各店舗に

設置をお願いいたしましたが、自主的な設置にと

どまっております。このため、令和８年度からは、

区と包括連携協定を締結しているコンビニエンス

ストアに対し、改めて設置拡大に向けた協議を進

めていく予定です。 

  次に、綾瀬北エリアにおける治安向上の独自策

についてお答えいたします。 

  綾瀬警察署管内における自転車等の増加に対し

ては、綾瀬警察署管内で自転車等が急増している

ことを周知するタグやチラシを作成し、綾瀬駅、

北綾瀬駅周辺において注意喚起を強化することに

加え、実際に被害が増加している駐輪場において、

綾瀬、北綾瀬エリア独自の取組として、委託事業

者の青パトによる通勤時間帯における鍵掛けの声

掛けや区営駐輪場の防犯カメラの増設や★★の精

査による抑止力の強化を行うなど、綾瀬警察署と

連携して、独自の取組を行ってまいります。 

○区民部長 私からは、街区表示盤の張り替えにつ

いてお答えいたします。 

  街区表示盤は、住居表示に関する法律により設

置が定められております。例えば、本庁舎周辺で

すと、中央本町１丁目１７番１号の１７番を一つ

の街区として、足立区では原則３枚を基準に表示

盤を設置しております。 

  現在は、老朽化や破損等の対策として、毎年度、

区内の地域を指定して、ローテーション方式によ

り街区表示盤と住居番号表示盤の貼り替えのほか、

区民の皆様からの通報に基づき、破損したものを

交換しております。 

  なお、近年は、住宅等の建て替えの増加に伴い、

設置場所も限られてきている状況です。このため、

街区表示盤の定期的な貼り替えにつきましては、

まずは令和８年度中に、最も貼り替えが古い地域

の損傷具合や設置可能な場所等の実態調査に着手

してまいります。 

  同時に、区民の方からの通報を浸透させるため、

ホームページに加えて、あだち広報や町会・自治

会を通じた周知を強化してまいります。 

○衛生部長 私からは、安心して産み育てられる環

境の整備についての御質問のうち、産後５か月を

経過しても利用できるデイサービス型産後ケア施

設を区東部地域に設置することについてですが、

確かに区東部地域には産後５か月以降のデイサー

ビス型産後ケア施設はございませんが、訪問型産

後ケアであれば、１歳まで利用でき、区内全域を

カバーしております。利用料金もこれまでの２，

０００円から半額の１，０００円に引き下げるこ

とを予定しておりますので、これまで以上に利用

しやすくなると考えております。 

  更に、令和８年４月からすこやかプラザ足立で

産後５か月以降の方が利用できるデイサービス型

産後ケアを週に１回、ＮＰＯ法人に委託して実施

していく予定です。 

  以上のことから、今後、利用状況などの需要を

確認しながら、区東部地域への設置の要否につい

て検討してまいります。 

○施設営繕部長 私からは、本庁舎の赤ちゃん休憩

室の整備についてお答えいたします。 

  まず、調乳用温水器を設置すべきとの御質問に

ついてですが、今後、利用者の安全性や利便性を
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考慮して、温度表示やボタン操作で給湯できる調

乳用温水器の設置を令和８年秋頃をめどに進めて

まいります。 

  次に、本庁舎の赤ちゃん休憩室や授乳室の利用

状況、利用者の声を調査すべきではないかとの御

質問についてですが、現在の利用状況を把握する

ため、子ども家庭部や衛生部と連携し、子育てイ

ベント時や本庁舎の赤ちゃん休憩室でアンケート

調査を実施するなど、利用者の声を調査してまい

ります。 

  それを踏まえて、御提案の野田市のような個室

型授乳室の設置や更なる環境整備を検討してまい

ります。 

○福祉部長 私からは、障がいのある方の卒業後の

居場所に関する御質問についてお答えいたします。 

  特別支援学校卒業後に利用する生活介護事業所

等のサービス提供時間が保護者の就労時間と合わ

ない場合があるなど、いわゆる１８歳の壁は、区

としても重要な課題であると認識しております。 

  御提案いただきました東京都の制度活用を念頭

に、本区における効果的な施策の実施について検

討を進めてまいります。そのためにも、地域ニー

ズを把握することは施策実施に当たり必要である

と考えておりますので、令和７年１２月に実施し

た障がい福祉計画策定のためのアンケート調査結

果を踏まえるとともに、令和８年度上半期中に本

事業に御協力いただけるかどうか、事業所への調

査を行ってまいります。 

○交通対策担当部長 私からは、地域内交通花畑ぐ

るりんの停留所における環境整備についてお答え

いたします。 

  停留所における待ち時間を快適に過ごしていた

だく環境整備は、高齢者など多くの利用者にとっ

て重要であると認識しております。御質問にあり

ます停留所につきましても、利用状況や現地の歩

道幅員状況などを調査し、運行事業者や関係機関

と連携しながら、ベンチの設置や暑さ対策につい

て検討の上、対応を進めてまいります。 

  また、停留所の安全性確保につきましても、地

元協議会や利用者の御意見を伺い、安全に待機で

きるよう改めて点検を行い、必要があれば、停留

所の移設も含め、安全確保の対策を進めてまいり

ます。 

○都市建設部長 私からは、区内交通の充実に関す

る御質問のうち、北綾瀬駅南側の自転車駐車場を

増設すべきではないかという御質問にお答えいた

します。 

  まず北綾瀬南自転車駐車場につきましては、今

後、駐輪ラックの配置見直し等の検討を行い、令

和９年度を目途に１００台程度の増設を進めてま

いります。 

  また、民営駐輪場につきましては、令和７年度

内に新たに２か所、１事業３７３台分の開設をし

ておりますが、足立区民営自転車駐車場等補助金

の活用等により、更なる民間駐車場の誘致促進を

図ってまいります。 

  次に、千住地域における下水道整備について、

下水道工事の円滑な進捗に対する区の協力と土壌

内の残置物等の事実確認を行うべきとの御質問に

お答えいたします。 

  千住関屋ポンプ所に流すための下水道整備に当

たっては、道路等の公共施設を施工ヤードとして

利用する必要性がありますので、区としても地域

の御理解を得ながら、可能な限りの協力をしてま

いります。 

  また、土壌内の残置物等につきましては、東京

都に確認を要請するとともに、区も過去行った道

路工事の資料等の確認を行い、東京都へ情報提供

してまいります。 

  次に、綾瀬駅西口のイメージアップについてお
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答えいたします。 

  綾瀬駅西口では、高架下の謎解きウォークの実

施など、イメージアップの取組を進めており、御

質問にありますとおり、まちのプラスの変化をさ

らに広げていくためには、日常的に目に触れる空

間の工夫が重要であると認識しております。現在、

多くの人が変化を実感できる取組として、例えば、

鉄道高架間、通路のシャッターや壁面にストリー

トアートを点在させるなど、日常の風景に彩りを

加える取組や、その際に子どもたちに図案を募る

など、区民参画の仕組みを検討してまいります。 

  引き続き、まちづくり協議会等の地域の皆様や

鉄道事業者をはじめとする関係機関と密に連携、

協議を重ねながら、綾瀬駅西口のイメージアップ

により一層努めてまいります。 

○地域のちから推進部長 私からは、東綾瀬公園温

水プールの大規模改修についてお答えいたします。 

  昨年度からの度重なる緊急工事により、御利用

されている皆様には御迷惑を掛けてしまい大変申

し訳ございません。 

  予定どおり令和９年度に設計、令和１０年度に

改修工事を実施するかどうかについては、昨今の

材料費、人件費の高騰に伴う工事費上昇の状況の

ため、関係所管と協議の上、改めて議会へ報告い

たします。 

○教育長 私からは、子どもたちの学習、成長環境

の整備に関する御質問のうち、夏の体育館活用に

ついてお答えいたします。 

  令和８年度の学童保育室と放課後子ども教室の

運営を一体化しているモデル校３校においては、

当該校の行事及び団体利用等のない日や時間帯に

は、夏休み期間中の体育館活用をしてまいります。

この事業の東京都補助金の活用につきましては、

現時点では夏休みの体育館利用に関する補助の詳

細が示されておりませんので、東京都に確認しな

がら、できる限り活用を検討してまいります。 

  また、モデル校を活用した段階的な実施につき

ましては、学童保育室と放課後子ども教室の運営

一体化校を拡大することに併せて進めてまいりま

す。 

○子ども家庭部長 私からは、保育施設利用申込み

の利便性向上についてお答えいたします。 

  まず、利用調整、いわゆる保育園申込み結果の

オンライン通知は、利便性の向上や輸送時間の短

縮が期待されます。希望者には、令和９年４月入

園分からオンラインにて通知できるよう進めてま

いります。 

  また、保育園申込み結果通知の前倒しについて

も、利用者の精神的な負担軽減につなげるため、

１週間程度前倒しとする１月最終週の発想を目途

に検討してまいります。 

  次に、２次募集の実施についてですが、保護者

の選択肢を広げるため、一次募集で待機となった

方以外の方も２次募集として申請可能とする仕組

みを、令和９年度入園分から導入いたします。 

  次に、学童クラブ従事職員宿舎借り上げ支援事

業の活用に向けた区の認識と今後の対応について

お答えいたします。 

  区としましても、学童保育の質を高め、安定し

た運営を行うためには、学童保育従事者の確保が

重要であると認識しております。このため、事業

者の活用意向を確認しながら、都の制度を活用し

た本制度の実施に向けて検討を進めてまいります。 

○教育指導部長 私からは、登校時の暑さ対策の強

化における区としての基本的な考え方と周知方法

についてお答えいたします。 

  まず、基本的な考え方についてですが、教育委

員会から毎年熱中症に関する通知文において、日

傘やネッククーラー等の使用について柔軟に対応

するよう指示しております。しかしながら、保護
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者の皆様から、学校によって対応が異なるとの声

も寄せられておりますので、改めて小・中学校長

会を通して、暑さ対策グッズの個別の使用可否に

ついて、区内で統一的対応の徹底を図ってまいり

ます。 

  また、使用上の留意点やおすすめの暑さ対策の

周知に当たっては、東京都や区内の関係各所が作

成したパンフレット等を有効活用し、区や学校の

ホームページ等に掲載し、児童・生徒をはじめ、

保護者や地域にも広く理解を広げてまいります。 

○学校運営部長 私からは、まず、学校の適正規

模・適正配置に関する個別計画案について、情報

発信と周知を一層強化すべきとの御質問にお答え

いたします。 

  区では、実際に学校選択する際の参考となるよ

う、将来、対象校に入学される可能性がある子ど

もたちやその保護者への周知は重要と考えており

ます。今後は、ＳＮＳや区の広報媒体、対象校周

辺の幼稚園、保育園を通じたチラシ配布等の周知

を図るとともに、引き続き、保護者説明会や区ホ

ームページで計画案やその進捗について情報提供

してまいります。 

  また、卒業生や地域住民には、知らない間に学

校がなくなっていた等の事態が起きないよう、引

き続き対象地域の町会・自治会連合会や開かれた

学校づくり協議会等で御説明してまいります。 

  次に、若者支援に関する御質問のうち、二十歳

の集いでのフォトスポット設置についてお答えい

たします。 

  まず、今後の継続についてですが、多くの参加

者がフォトスポットを利用しており、思い出づく

りに寄与したと考えておりますので、来年度以降

もフォトスポット設置を継続してまいります。 

  また、フォトパネルの増設についてですが、今

年度のパネルは、区と二十歳の集い実行委員とで

デザインや設置数を検討いたしました。来年度に

つきましても、実行委員の意見を踏まえつつ、パ

ネルの増設について検討してまいります。 

○岡安たかし副議長 次に、３４番髙橋まゆみ議員。 

［髙橋まゆみ議員登壇］ 

○髙橋まゆみ議員 れいわ新選組・市民派の会あだ

ちの髙橋まゆみです。よろしくお願いいたします。 

  猛暑下における運動機会の確保と東部地域の防

災まちづくりを兼ねた全天候型拠点の整備につい

てお伺いします。 

  現在、庁内において、中川地域の学校施設の在

り方について、今後の公共施設管理を見据えた検

討が始まっていると聞き及んでいます。まだ計画

の策定段階であり、これから住民への説明が行わ

れるとのことですが、私は、この地域住民として

防災拠点でもある学校の統廃合については、地域

の将来を左右する重大事として、極力慎重である

べきという立場から質問します。 

  中川地域は亀有駅へのアクセスがよく、アリオ

亀有などの商業施設にも近く、整備された中川の

土手など、豊かな水辺環境を有する極めて高いポ

テンシャルを持った地域です。一方で、木造住宅

密集地域が多く、一たび火災や水害が発生すれば、

甚大な被害が予想されるリスクと常に隣り合わせ

であるという現実もあります。 

［副議長退席、議長着席］ 

  こうした地域特性の中で、単に人口減少を理由

に学校機能を縮小してしまえば、地域の防災力は

低下し、子育て世帯に選ばれない地域となり、更

なる衰退を招きかねません。 

  視点を変えれば、近年の酷暑は災害級であり、

子どもたちは屋外での運動機会を奪われています。

これは体力低下のみならず、メンタルヘルスや不

登校問題にも直結する喫緊の課題です。西部地域

のギャラクシティのような全天候型の活動拠点が
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東部地域には決定的に不足しています。だからこ

そ、学校施設を単に減らす議論をするのではなく、

地域の課題を解決する新たな拠点として再定義し、

機能を強化すべきであると考えます。 

  学校施設の検討について、安易な統廃合は避け

るべきです。水害や災害リスクを抱える本地域に

おいて、防災コミュニティの要として機能を維持

し続けることこそ、将来の人口定着と安全安心に

つながると考えるがどうか。 

  東部地域のまちづくりについて。 

  地域を活性化させる明確な戦略を求めます。例

えば、学校と地域コミュニティ機能を統合した複

合施設を整備することで、多世代交流が絶え間な

く生まれる拠点とし、子育て世代がこのまちに移

り住みたいと思えるような魅力あるまちづくりに

なるなど、新しい取組を入れるべきだと考えるが

どうか。 

  具体的な提案として、既存の学校施設や公園な

どを有効活用した「全天候型・防災にぎわい拠点」

の整備を求めます。学校をなくすのではなく、今

ある施設の機能を拡充し、平時は猛暑や雨天でも

子どもたちが安心して遊べる屋内アスレチックや

不登校児童の居場所として、有事には中川の氾濫

に耐えうる高台化、堅牢化された広域避難所とし

て機能させる複合的な整備が必要です。 

  亀有駅圏域の利便性と水辺の魅力を生かし、こ

うした施設を整備することで、防災強化と子育て

環境の向上を一挙に実現する考えはありませんか。 

  学校を減らして地域を萎縮させるのか、それと

も新たな投資で東部を再生し、次世代に選ばれる

まちとするのか、以上、区長の見解を求めます。 

  選挙における公正性の確保と誰もが投票しやす

い環境の整備について。 

  先般の衆議院解散に伴う急な選挙執行に当たり、

選挙管理委員会の皆様の御尽力に心より感謝申し

上げます。 

  一方、インターネット上では、開票所における

不正を疑わせるような動画や情報が拡散されてお

り、こうした情報が区民の政治不信、ひいては選

挙制度そのものへの信頼を揺るがす事態につなが

ってしまいます。たとえ実際には不正がなくとも、

不正があるのではないかという疑念を持たれたま

までは、民主主義の根幹が揺らぎかねません。 

  また、全国的に投票所になる学校の統廃合や人

手不足が進む中、１票を行使する機会をいかに守

るかが課題となっています。 

  公正公平な選挙を守り、全ての有権者の投票権

を保障するため、以下の４点について提案し、区

の見解を求めます。 

  投票所及び開票所への防犯カメラ設置による監

視体制の強化についてです。 

  現在、多くの公共施設にはインターネット環境

が整備されており、ネットワークカメラなどの導

入は、技術的に容易であります。不正の有無にか

かわらず、カメラによって常に見られている、記

録されているという環境をつくることは、不正の

強力な抑止力となり、同時に有権者への安心感に

つながります。 

  開票作業や投票箱の管理状況を客観的に記録、

監視するため、防犯カメラなどを設置するべきと

考えますが、見解を伺います。 

  本人確認の厳格化についてです。 

  現在、投票所入場券を持参しなかった場合でも、

用紙に住所などを記入すれば投票が可能となる運

用が行われていますが、これでは、他人が本人に

成り済まして投票を行うリスクを完全に排除する

ことはできません。なりすまし投票という不正を

未然に防ぐ確実な手段として、入場券を持参しな

かった有権者に対しては、マイナンバーカードや

運転免許証、身体障害者手帳など、顔写真付きの
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公的な身分証明書の提示、もしくは顔写真がない

場合には、公的書類２点以上の提示とし、身分証

を必須とする運用に改めるべきです。この点につ

いて区の見解を伺います。 

  移動期日前投票所の導入について。 

  投票所の統廃合や足腰が弱くなった高齢者の移

動手段の問題などにより、投票所へ行くことが困

難な有権者が増えています。報道によれば、他自

治体では、ワゴン車などの投票箱と記載台を載せ

て、地域を巡回する移動期日前投票所を導入し、

投票機会の確保に成果を上げている事例がありま

す。 

  投票所まで出向くことが難しい方々のため、商

業施設や団地、公園などを巡回する移動投票所の

導入を検討すべきではありませんか。区の見解を

お伺いします。 

  投票方式の抜本的な改善について。 

  現在の記入式投票は、筆跡による判別の曖昧さ

が不信感の一因となっているだけでなく、加齢に

より筆圧が弱くなった高齢者や障がいのある方に

とっては大きな負担となっております。投票率が

７０％超えをする台湾では、有権者が投票しやす

い工夫があり、投票用紙には写真付きで、名前の

上に空欄に印を押すという形の配慮が見られます。

もしくは、インターネット投票の先駆国エストニ

アなどの投票方法を参考にして、誰もが迷わず、

負担なく、明確に意思表示ができるよう、候補者

名を書くのではなく、タッチパネルやボタンを押

す形式、あるいはマルバツを記入するような、よ

り簡易で客観性の高いシステムの導入を検討すべ

きではないでしょうか。 

  現在の記入式が抱える判別の曖昧さや身体的負

担への課題認識とデジタル次技術を活用した投票

方式の転換について区の見解を求めます。 

  生存権に関わる移動の自由と徴収されたバリア

フリー料金の行方についてです。 

  北千住駅における常磐線快速と千代田線の乗換

バリアフリー化について質問します。 

  障がい者の権利は恩恵ではなく人権である、こ

れが私たちれいわ新選組の基本姿勢です。足立区

の玄関口とも言える北千住の現状はどうか。常磐

快速線の上りホーム、つまり都心へ向かうホーム

は５０年以上の長きにわたりエスカレーターが設

置されていません。下りホームは３４年前に設置

されたにもかかわらず、上りにはないこの不条理

な状態が放置され続けている事実に、行政はあま

りにも鈍感ではないでしょうか。高齢者や障がい

当事者の方々が人並みにもまれて階段を上り下り

する姿、あるいは遠回りを強いられ、息を切らし

て移動する姿は、まさに政治の不作為が産んだ景

色です。 

  令和５年第３回定例会で、ほかの議員の方が指

摘された際、区は第１回勉強会を開いた、構造上

の制約がある、検討中であると答弁しました。あ

れから時がたちましたが、これまでの議論に加え、

お金と権利の視点から以下質問します。 

  鉄道駅バリアフリー料金の使途と還流について

です。２０２３年春より、ＪＲ東日本を含む鉄道

会社は、運賃に乗せる形で鉄道駅バリアフリー料

金を徴収しています。私たち足立区民も、日々の

移動でこのコストを負担しています。区民は既に

駅を便利にするための対価を支払っているにもか

かわらず、なぜ北千住駅の上りホームは昭和のま

まなのか。お金だけ取って、設備投資は後回し、

これは消費者契約の観点からも極めて不誠実であ

ると言えます。 

  区は、ＪＲ東日本に対し、区民から徴収したバ

リアフリー料金を北千住駅の改善という形で直ち

に還元せよと強く要求すべきです。それが区民の

財産を守る区長の責務ではないかと、見解を伺い
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ます。 

  経済的弱者へのしわ寄せについてです。 

  バリアフリー経路がないために、多くの区民が

北千住駅で乗換えを諦め、高い運賃を払って西日

暮里駅まで迂回する方もいます。身体的に困難を

抱える人ほど経済的にも厳しい状況に置かれてい

るケースが少なくありません。にもかかわらず、

駅の構造的欠陥のせいで、更なる出費を強いてい

ます。これは構造的な差別にほかなりません。 

  区は、この迂回による経済的損失を調査したこ

とはありますか。また、この現状を放置すること

は福祉市政として矛盾していると考えるが、見解

を伺います。 

  構造上の制約という言い訳の打破についてです。 

  構造上の制約を理由に、３４年間放置してきま

したが、現代の建築技術で解決できないはずはあ

りません。結局はコストをかけたくないというの

が本音ではないでしょうか。 

  第１回勉強会以降、第２回の開催実績が不透明

なままです。区は、ＪＲ、東京メトロに対し、技

術的に解決可能な工法の提案や費用の見積りを出

させるような求めをしたことはありますか。ただ

相手の話を聞くだけの勉強会なら必要ありません。

必要なのは、解決を前提とした交渉の場です。葛

飾区とも連携し、トップダウンでＪＲ本社に乗り

込む気概を見せてほしいと思います。 

  公共交通機関のバリアフリー化は、誰かに頼ん

でやってもらう親切ではありません。誰もが当た

り前に移動できる権利の保障であると考えますが、

見解を伺います。 

  第１回勉強会以降の検討状況について、具体的

に第２回、第３回はあったのか。どのような検討

したのか。問題解消はいつ頃になるのか。それぞ

れ伺います。 

  あだち食料品等物価高支援給付金の支給方法と

区民への対応についてお伺いします。 

  物価高騰が区民生活に深刻な影響を及ぼしてい

る中、速やかに支援給付金として１万円の支給を

決断された区長の姿勢に対し、心より敬意を表し

ます。この迅速な決断は、多くの区民にとっての

救いとなるものであります。 

  しかしながら、その一方で、今回の支給の方法

については、看過できない問題があると言わざる

を得ません。本給付金は、本来であれば、区民一

人一人の生活を支えるために個々人に対して行わ

れるべき性質のものです。ところが、区はあくま

で世帯単位、すなわち世帯主への一括支給という

形式に固着しています。家庭内の事情や様々な環

境により、世帯主経由ではなく個人への直接給付

を切実に求めている区民もいるはずです。 

  今後、そうした方々が窓口で自分の分を個人給

付してほしいと相談しても、行政側は制度上出来

ないとして、取り合うつもりはないと報告が来て

います。支援を真に必要としている区民の声より

も、行政側の手続上の都合を優先するこの姿勢は

いかがなものでしょうか。 

  多様な生活環境にある区民に寄り添い、個人給

付を認めるなど、柔軟な対応を図るべきだと考え

ますが、区の見解をお伺いします。 

  第５回レシートｄｅ商品券事業の費用対効果と

区民への還元率についてです。 

  令和８年度予算に計上された第５回レシートｄ

ｅ商品券事業についてお伺いします。 

  本事業には、総額４億８，２６９万円という多

額の予算が計上されています。長引く物価高騰の

中、区民生活の下支えと地域経済の活性化は喫緊

の課題であり、予算の執行に当たっては、その効

果が最大限に区民へ還元されることが求められま

す。 

  しかしながら、本事業においては、令和７年第
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３回定例会におけるこれまでの議論などでも、事

務経費の割合が非常に高く、予算規模に対して実

際に区民の手元に届く支援額が目減りしているの

ではないかという懸念が示されてきました。今回

の第５回事業においても、同様の構造的な問題が

懸念されます。 

  区民の貴重な税金を投入する以上、事業費の大

半が経費に消え、肝心の区民への還元が圧縮され

るような事態は避けなければなりません。 

  そこで質問です。予算の内訳と事務経費につい

て。 

  今回計上された予算額４億８，２６９万円のう

ち、区民に直接還元される商品券の交付予定額は

幾らですか。また、コールセンター費用、スタン

プ・印刷作成費、管理費、商品券印刷、郵送、協

力金などを含む事務経費の総額は幾らを見込んで

いるのか、それぞれの金額を明確にお答えくださ

い。 

  経費率と区民還元率についてです。 

  前項の数字に基づき、本事業による経費率と区

民還元率を算出してください。過去の事業費と形

比較して、この経費率は改善されているのか。あ

るいは依然として高止まりしているのか。区の認

識と併せて伺います。 

  事業手法の妥当性について。 

  経費率が依然として高い場合、レシートを集め

て申請させる現行のアナログな手法が、費用対効

果の面で限界に来ているのではないでしょうか。

より経費を抑え、その分を区民へ還元額に上乗せ

できるような、より効率的な支援手法への転換を

検討すべきと考えますが、区の見解を求めます。 

  以上、行政におかれましては、区民目線の温か

い答弁を期待します。御清聴ありがとうございま

した。 

○ただ太郎議長 区長。 

［近藤やよい区長登壇］ 

○区長 髙橋まゆみ議員の代表質問のうち、私から

は、まず初めに、中川地域の学校施設の安易な統

廃合は避けるべき、防災コミュニティの要として

の機能を維持し続けることが、人口定着や安心安

全につながるのではとの御質問にお答えをいたし

ます。 

  中川地域は、特に水害対策に対しまして、地域

の皆様方の意識が非常に高く、区全体を牽引する

ようなモデル地域という認識でございますので、

これからも学校を一つの拠点として、防災コミュ

ニティを区としても支援していくということは重

要だと考えております。 

  ただ、これから統合につきましては、まだ地域

にも詳しく、これからですし、議会にもこれから

ということですので、それを前提でお話しするこ

とはできませんけれども、例えば、これから開設

になります特別養護老人ホームハピネスもときも、

これも学校が統合になった跡地の活用ということ

でございますけれども、地域住民の皆様方に非常

に配慮されて、災害のときの避難設備等が充実し

ている内容もございますので、地元の皆様方が、

どういった内容の施設をこの地域に求めているの

かということのヒアリングを第一歩といたしまし

て、おっしゃるとおり、防災コミュニティの要と

なるような、そんな拠点の支援というものは区と

しても考えてまいります。 

  次に、東部地域のまちづくりに地域を活性化さ

せる明確な戦略を求めるとの御要望、御質問にお

答えをいたします。 

  東部地域の明確な戦略でございますけれども、

これまでは土づくりの里ですとか、中川２丁目、

３丁目の木造密集地域など、個々の防災性の向上

の議論が中心で、確かに地域を面として考えてい

くという計画の視点は弱かったと考えております。 
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  地域の皆様方のお声を丁寧に伺いながら、庁内

各課が連携して、地域のにぎわいや活力の創出に

つながる面的な魅力あるまちづくりの計画を進め

ていく方向性で考えていきたいと思います。 

  他の御質問につきましては、参与より答弁させ

ていただきます。 

○資産活用部長 私からは、東部地域のまちづくり

についての御質問のうち、東部地域に既存の学校

施設や公園等を有効活用した全天候型防災にぎわ

い拠点を整備し、防災強化と子育て環境の向上を

実現する考えはないかとの御質問にお答えいたし

ます。 

  中川地域は亀有駅圏域の利便性という大きな強

みを持っている一方、水害リスクという厳しい現

実を抱えておりますが、御提案の全天候型防災に

ぎわい拠点の整備案につきましては、地域ニーズ

や土地利用の制約、更には維持管理費など、総合

的に勘案する必要があります。 

  そのため、東部地域における複合的な拠点整備

につきましては、防災強化や子育て環境向上など

について、地域の皆様にお声をお伺いし、右肩上

がりに膨らんでいく建設コストの状況を踏まえな

がら、慎重に検討した上で、次世代に選ばれるま

ちを目指してまいります。 

○都市建設部長 私からは、北千住駅における乗換

経路のバリアフリー化についてお答えいたします。 

  まず鉄道駅バリアフリー料金を北千住駅の改善

という形で直ちに還元することを強く要求すべき

との御質問ですが、区としましても、北千住駅の

バリアフリー化は重要な課題と認識しております。

これまでも機会を捉え、事業者であるＪＲ東日本

に対し、エレベーターの設置など、乗換え経路の

改善と利便性の向上を繰り返し申出てまいりまし

た。 

  一方、ＪＲ東日本は、令和８年３月の運賃改定

にあわせ、鉄道駅バリアフリー料金を廃止する予

定ですが、今後も関係自治体や事業者と勉強会な

どを通じ、粘り強く協議を重ね、誰もが★★駅施

設の実現に努めてまいります。 

  次に、迂回による経済的損失に関する調査と福

祉行政の観点について御質問にお答えします。 

  まず、迂回による経済的損失についてで、区と

して直接の調査を行ったことはございません。し

かしながら、乗換えの不便さにより、区民等の皆

様に御負担を掛けている状況は重要な課題だと認

識しております。 

  このため、鉄道事業者に対し、バリアフリー協

議会なども活用して、引き続き、国や関係自治体、

鉄道事業者と連携し、１日も早いバリアフリー化

が実現されるよう粘り強く働き掛けてまいります。 

  次に、北千住駅バリアフリー経路に関する勉強

会における進捗状況や事業者等との協議、連携に

ついて一括してお答えいたします。 

  この勉強会は、関係事業者間で課題を共有し、

整備推進の方策の検討を行うために設置しており

ます。今後、単なる意見交換にとどまらず、課題

解決に向けて、技術的検証やソフト面も含めた具

体的な取組の提案を事業者に促してまいります。 

  なお、技術的に解決可能な工法の提案や費用の

見積りを出させるように求めたのかの御質問につ

きましては、ＪＲ東日本に対して依頼してまいり

ましたが、調査中とのことで、明確な回答は得ら

れておりません。ただし、書面により早期回答が

得られるよう働き掛けてまいります。 

  また、誰もが当たり前に移動できる権利の保障

は不可欠であり、今後も勉強の場を活用しながら、

御質問にありますトップダウンでのＪＲへの申出

につきましては、まずは実現可能性について、葛

飾区や鉄道事業者とも粘り強く協議、検討を重ね

た上で検討してまいります。 



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

５２ 

 

  なお、先日、令和８年２月１０日に第２回勉強

会を開催したところでございます。検討内容とし

ましては、ハード整備に関する情報共有に加え、

より★★やすい施設づくりに向けたソフト面の取

組などがございました。中長期的な取組として、

乗換経路における最短かつ一体的なバリアフリー

経路の整備、実現を目指すものとし、現時点で具

体的な問題解消時期を示すことは困難な状況でご

ざいますが、定期的な勉強会を通じて協議、検討

を進めてまいります。 

○福祉部長 私からは、あだち食料品等物価高支援

給付金の支給方法についてお答えいたします。 

  本給付金は、長引く食料品等の物価高騰の影響

を受ける区民生活を支援するための給付金である

ことから、早期支給を最優先とし、世帯単位での

支給方法を採用いたしました。一方で、多様な生

活環境にある区民一人一人に寄り添うことも重要

であると認識しておりますので、配偶者からのド

メスティックバイオレンス等を理由に避難されて

いる場合は、個々の事情を考慮し、世帯主以外に

支給する方法も取ってまいります。 

○産業経済部長 私からは、初めに、第５回レシー

トｄｅ商品券事業の予算の内訳についてお答えい

たします。 

  区民の皆様に直接還元される商品券の交付予定

総額は、令和７年度からの繰越し３，２９７万円

を含む２億７，０００万円です。商品券材を除い

たコールセンター運営、商品券の印刷、郵送など

の予算上の事務経費の総額は２億４，５６６万円

を見込んでおります。 

  次に、レシートｄｅ商品券事業の経費率と区民

還元率についてお答えいたします。 

  ただいま申し上げました数字に基づきまして、

令和７年度の繰越し分の商品券を除いて算出する

と、令和８年度実施予定の第５回は、経費率が５

０．９％、区民還元率が４９．１％です。令和７

年度実施の第４回は、予算ベースでは経費率が５

５．９％、区民還元率が４４．１％でした。予算

ベースでは、第５回の方が経費率が下がり、区民

還元率上がっております。予算上では、経費率が

下がっている要因として、コールセンターの実施

日数の見直し等、経費の削減に努めたことによる

ものです。 

  次に、レシートｄｅ商品券事業よりも効率的な

支援手法への転換を検討すべきとの御質問につい

てお答えいたします。 

  本事業は、スマートフォンなどをお持ちでない

方にも配慮した、誰もが参加をすることができる

アナログ型の消費喚起策です。一方で、事務経費

が掛かることが重い課題であるとは認識しており

ますので、今後も事務経費の削減策に努めてまい

ります。 

○選挙管理委員会事務局長 私からは、選挙に関す

る御質問のうち、まず、開票作業や投票箱の管理

状況を客観的に記録、監視するため、防犯カメラ

などを設置すべきとの御質問にお答えいたします。 

  まず投票所についてですが、憲法及び公職選挙

法に、投票の秘密の保持が規定されております。

これは、どの候補に投票したのかだけではなく、

投票したか、投票していないかも含め秘密である

と解釈される説が有力となっております。また、

投票所には、公職選挙法により、管理者１名と２

名から５名の立会人がいることと定められており、

その方々により投票事務が適切に行われているか

を監視していただいています。 

  期日前投票所においては、投票時間終了後、投

票箱に鍵を掛け、投票所そのものも施錠しており

ます。 

  開票所におきましても、３名以上の立会い人が

おり、随時開票作業を巡視しております。参加人
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や警察官、選挙によっては複数のマスコミもいる

中での開票作業となっておりますので、開票作業

や投票箱の記録監視のために、防犯カメラなどを

設置する考えはございません。 

  次に、投票の際の本人確認の厳格化についてお

答えいたします。 

  現状では、投票所入場整理券をお持ちでない方

が投票される場合、再発行入場整理券に氏名、住

所、生年月日を御記入いただいた後、その３点で

選挙人名簿と照合し、名簿に載っていることが確

認できれば投票が可能としております。投票の際

の身分証明書の提示の必要性については、公職選

挙法に定められておりません。実際に投票に来場

された方に身分証明書の提示を求めた場合、所持

していない方はお帰りいただくこととなり、投票

率の低下にもつながることが想定されることなど

から、身分証明書の提示を求める考えはございま

せん。 

  次に、移動投票車の導入を検討すべきではない

かについてお答えいたします。 

  移動期日前投票所は、交通困難な山間部などの

一部自治体において、バスや福祉車両等を使用し

て実施されております。こうした自治体は、名簿

対照の際に、パソコン及び無線回線を使用して照

合を行うか、もしくは電話問合せにより照合を行

っております。しかし、総務省はパソコン及び通

信により名簿対照を行う場合は、有線による専用

回線を用いることとしております。 

  移動投票車では、その回線の敷設が困難であり

ます。加えて、電話問合せによる確認では、確認

に一定程度の時間を要するため、多くの方の投票

を受け付けることが困難であることから、移動投

票車の導入は考えておりません。 

  次に、デジタル技術を活用した投票方式への転

換についてお答えいたします。 

  タッチパネルやボタンを押す形式の投票方法の

事例としては、四條畷市などで導入した電子投票、

また、投票したい人に丸を付ける記号式の投票と

しては、港区などで導入していることを確認して

おります。 

  タッチパネル形式では、タブレット端末の不具

合や二重投票を防止するため、投票するごとに職

員がパスワードを入力することが必要になること、

また、候補者が数十人となった際に表示される順

番にかなりの差があることなど、課題が多くある

と考えております。 

  記号式の投票ですが、候補者が確定した後に投

票用紙を印刷するため、多くの自治体では、当日

投票のみの導入となっております。候補者が多く

なると、投票用紙に全ての候補者を印刷すること

が不可能となる可能性があることから、廃止する

自治体が増えております。 

  こうしたことから、マルバツを記入するより、

単位で客観性の高いシステムの導入、デジタル技

術を活用した投票方式の導入は、現在のところ考

えておりません。 

○ただ太郎議長 本日の会議時間は、議事の都合に

よりあらかじめ延長いたします。 

○髙橋まゆみ議員 物価高支援金について、私が質

問したことが答えられていないので再質問します。 

  私はＤＶの方というような一部の人ということ

ではなく、個人の権利として認めてほしいという

ことを質問しました。もう一度お願いいたします。 

○福祉部長 髙橋まゆみ議員の再質問についてお答

えいたします。 

  本給付金につきましては、長引く物価高騰等の

影響を受ける区民生活を支援するための給付金で

ありまして、早期支給を最優先として私たちとし

ては制度を組立てております。そこで世帯単位の

支給方法というのを採用しておりますので、この
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形で行わせていただきたいと考えておるところで

ございます。 

○ただ太郎議長 以上で質問を終結いたします。 

  本日の日程は全て終了いたしました。 

  次回の会議は２４日に開きます。 

  本日はこれにて散会いたします。 

午後４時５７分散会 


